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午後３時０７分開会 

○原科委員長 それでは、早速始めましょう。 

 私は昨日メキシコから帰ったばかりなので、ちょっと時差ぼけがあるかもしれませんけれども、よろしく

ご支援いただきたいと思います。 

 それでは、まず資料に従いまして、きょうは第Ⅰ部、第Ⅲ部の検討をするということでございますので、

まず第Ⅰ部にかかわるところということで資料が２つございます。１つ目はジェトロの方でご用意いただい

た第Ⅰ部の案でございます。このご説明からお願いいたします。 

○事務局（藤崎） ジェトロ環境社会配慮ガイドラインの「第Ⅰ部 基本的事項」につきまして、まだ煮詰

まっていないところはございますけれども、一応執筆してみましたので、今回の委員会でお諮りしたいと思

います。 

 それで、「１．基本理念」のところは、委員の皆様から若干、背景ではないかといったご指摘もいただい

ておりまして、まだ検討中でございますけれども、前回まで提示させていただいたものをそのまま載せてお

ります。 

 それから、「２．本ガイドラインの目的」、ここも同じでございます。 

 それ以降のところを新たにつけ加えてございます。ここのところは文言ということもございますので、ち

ょっと時間がとられますけれども、読み上げさせていただいて、ご検討いただきたいと思います。 

 これは、３、４、５のところは、原科先生がメキシコにご出張に行かれる前にご提示をいたしまして、そ

れにつきましては先生の方から、１、２も含めましてご意見をいただいておりまして、それは今回提出され

ております原科先生の案として出ております。 

 それでは、３、４、５、それから「６．用語の定義」を新たに昨日までにつくりましたので、そこのとこ

ろも文言を読みつつ、ご検討していただきたいと思います。 

 「３．環境社会配慮の項目と環境社会影響の範囲」、ここのところは、基本的にＪＩＣＡのガイドライン

のところから該当部分を借りてきておるということです。若干文言の修正はございます。 

 「環境社会配慮を行うべき項目は、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、地球温暖化、生態系及び生

物相等を通じた、人間の健康と安全及び自然環境（越境または地球規模の環境影響を含む。）並びに非自発

的住民移転等人口移動、雇用や生計手段等の地域経済、土地利用や地域資源利用、社会関係資本や地域の意

思決定機関等社会組織、既存の社会インフラや社会サービス、貧困層や先住民族など社会的に脆弱なグルー

プ、被害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性、ジェンダー、子どもの権利、文化遺産、地域におけ

る利害の対立、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ等の感染症を含む。 

 検討すべき、あるいは調査すべき環境社会影響は、プロジェクトの直接的、即時的な影響のみならず、合

理的と考えられる範囲内で、派生的・二次的な影響、累積的影響も含む。また、プロジェクトのライフサイ

クルにわたる影響を考慮する。 

 環境や地域社会に対する影響を事前に把握するには関連する様々な情報が必要であるが、影響のメカニズ
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ムが十分に明らかになっていないこと、利用できる情報が限られていること等の理由から、影響予測を行う

ことには一定の不確実性が伴う場合がある。不確実性が大きいと判断される場合には、可能な限り予防的な

措置を組み込んだ環境社会配慮を検討する。」。 

 ３番は以上でございます。 

 「４．社会環境と人権への配慮 環境社会配慮の実現は、当該国の社会的・制度的条件及び事業が実施さ

れる地域の実情に影響を受ける。特に、紛争国や紛争地域、表現の自由などの基本的諸権利や法的救済を受

ける権利が制限されている地域においてジェトロが事業を実施する際には、このような地域事情への特別な

配慮が求められる。 

 ジェトロは、事業の実施に当たり、国際人権規約をはじめとする国際的人権基準の原則を尊重する。この

際、女性、先住民族、障害者、マイノリティなど社会的に弱い立場にあるものの人権について特に配慮す

る。」。 

 ３と４は以上でございますけれども、ＣＳＲ等の部分にもここのところはかかってきますので、基本的事

項のところに入れさせていただいたということでございます。 

 次に、「５．ガイドラインの遵守と情報公開」というところですけれども、ここでは内部的にも調整をい

たしまして、新たな提案をさせていただきます。 

 「ジェトロは、本ガイドラインを対外的な透明性を確保しつつ遵守していくため、外部有識者による「ジ

ェトロ環境社会配慮ガイドライン諮問委員会（以下、諮問委員会）を設置する。委員の氏名、所属、専門分

野は、諮問委員会設置後速やかにホームページで公開する。 

 ジェトロは、本ガイドラインの遵守に関する外部からの日本語または英語での意見を、電子メール、郵送、

ファックスなど文書で受け付ける。 

 ジェトロは、受け付けた意見を各担当部および総務部環境社会配慮審査担当（以下、環境社会配慮審査担

当）に送り、適切な対応を取る。その際、必要に応じ諮問委員会の専門的立場からのアドバイスを求め、こ

れを尊重する。その上で、具体的な対応方法を意見送付者に連絡する。 

 ジェトロは、定期的に諮問委員会を開催し、環境社会配慮の観点からの業務の実施状況を報告し、本ガイ

ドラインの遵守、必要な場合にはガイドライン見直し、等について専門的立場からのアドバイスを求める。

諮問委員会の議事録はホームページで公開する。」。 

 以上でございます。 

 次に、用語の定義につきましては、原科先生からご提示がありましたところの、８つあったんですけれど

も、そのうちまだ議論にかかってしまっているところがございますので、アクションプランとヒアリングの

ところにつきましてはまだ書いておりません。それで、１から６につきまして、これも言葉の定義というこ

とで重要でございますので、ここで読み上げさせていただきます。 

 「①貿易・投資促進事業 「貿易・投資促進事業」とは、ジェトロが本体事業として行っている、対日投

資の促進、輸出促進や在外企業サポート等を通じた中小企業等の国際ビジネス支援、開発途上国との貿易取
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引拡大及びそれらを効果的に実施するための調査・研究、情報発信・提供、貿易投資相談、等の業務のこと

をいう。 

 ②フィージビリティ調査 「フィージビリティ調査」とは、「個々のプロジェクトが、技術的、経済的、

財務的、社会的、さらに環境などの側面から見て実行可能であるか否かを客観的に検証するため、プロジェ

クトの可能性、妥当性、投資効果を調査することをいう。そして、このようなフィージビリティ調査の対象

となるプロジェクトを発掘するために行うのが「案件形成調査」である。」。ここのところは、松本委員が以

前出されていたペーパーから持ってきたんですけれども、ＪＩＣＡからというご指摘だったんですが、ＪＩ

ＣＡのどこの部分だったのかちょっと確認がとれなかったものですから、教えていただければ助かります。 

 それから、「③ジェトロ案件形成調査 「ジェトロ案件形成調査」とは、ジェトロが経済産業省からの受

託事業として実施している案件形成調査のことをいう。具体的には、「地球環境・プラント活性化事業等調

査」、「開発途上国民活事業環境整備支援事業実現可能性調査」、「石油資源開発等支援調査」の３事業で実施

される案件形成調査を指す。 

 ④提案事業 「提案事業」とは、ジェトロが行う公募に対し民間企業・団体がジェトロに対し提案する案

件形成調査のことをいう。 

 ⑤提案者 「提案者」とは、ジェトロが行う公募に対し、案件形成調査を提案する民間企業・団体のこと

をいう。提案がジェトロによって採択されれば、調査の「実施者」となる。 

 ⑥ステークホルダー 「ステークホルダー」とは、広義にはジェトロ事業に関係を有する、あるいはジェ

トロ事業により影響を受ける個人や団体、さらにはジェトロ事業に関し知見あるいは意見を有する個人や団

体のことをいう。とりわけジェトロ案件形成調査においては、同調査および次の段階で行われるフィージビ

リティ調査等の結果を踏まえ、プロジェクトが最終的に実施される場合の、想定されるプロジェクトの実施

者、想定される実施サイトを管轄する地方自治体の関係者、プロジェクトによって影響を受けると想定され

る個人や団体（非正規居住者を含む）及びプロジェクトに知見もしくは意見を有すると想定される個人や団

体（現地で活動しているＮＧＯを含む）のことをいう。」。 

 以上、定義のところを読ませていただきました。 

 これが現段階での私どもの第Ⅰ部の案でございますけれども、一部の委員から既に指摘を受けておりまし

た基本理念の部分、ガイドライン制定の背景、それと基本理念、２つに分けるべきなのかなと思って、作業

を現段階でしておる状況でございます。 

 以上、私の方からの報告とさせていただきます。 

○原科委員長 ありがとうございました。 

 それでは、関連しますので、今、案をおつくりの途中の段階ですけれども、私がメキシコに行く前にファ

イルを送っていただきましたので、それを見ながら手を加えたものをご紹介いたします。 

 これは日付けを書いてなくてすみません。きょうの日付けで、2007年７月24日ということで提示いたしま

す。 
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 帰りの飛行機の中で直したりしたものですから、ぎりぎりできたようなことですけれども、最初の「基本

的事項」の「基本理念」のところの表現が、やはり背景のことが結構長いので、なるべくコンパクトにした

いと思いました。 

 この関係、国際協力関係では、これまで私は、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡそれぞれおつき合いしてまいりました

けれども、最初の段階、ＪＢＩＣのときの書き出しでは、やはりこういった背景的なことを書きましたので、

少しはあってもいいと思いますけれども、たしかページの半分程度の長さだと思いますから─そんなに長

くはなかったですね。そういうことで、ここは私としては、今ご提案いただいたものは、基本的には削除す

るか、あるいは注に回すとかしまして、コンパクトなものを本文には表現した方がいいのではないかと思い

まして、直しました。 

 ただ、この部分で、ご提案の頭の部分と最後の部分はそのままの形に近いんですけれども、このところで

はそんな考え方です。 

 最初の段落は、基本理念、３行だけですけれども、ジェトロのことですね。「我が国の貿易の拡大、諸外

国との円滑な通商経済関係の発展、経済協力の促進に寄与すべく設立された、貿易振興及び開発途上国調査

研究の実施機関である。」と。 

 あと、ジェトロのことをいろいろ歴史が、略歴を書いておられましたけれども、その辺は思いっきりコン

パクトにしまして、現在の課題に関係するようなところということで、長い歴史があるということと、それ

からリオの地球サミット以降の動きを思いっきりコンパクトにまとめました。これは２つ目の段落です。 

 ３つ目はＯＤＡですね。ＯＤＡに関しても環境社会配慮がだんだん広がってきたということで、最近では

ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡだけではなくて、輸出信用機関とか民間金融機関にも及んでいると。国際的にはＩＦＣ

のパフォーマンス基準とか赤道原則などの制定もありますから、そんなことも触れるという背景を、これも

コンパクトにしております。 

 それから、その次の段落は、グローバリゼーションのことですけれども、グローバリゼーションで多国籍

企業の活動というのがございまして、特にＣＳＲということが世界に広がってきて、日本でもＣＳＲという

ことで対応が始まっていますということです。 

 ですから、全体のストラクチャーはご提示いただいたものと基本的に同じだと考えていただいていいんで

すけれども、表現をなるべくコンパクトにしました。 

 それからさらに、ジェトロが今どうなっているかが次の段落ですね。2007年４月より開始された第２次中

期計画の中で具体的に位置づけられていると。その中で、時代の要請を受けまして、「業務の実施に当たっ

ては、職員その他の関係者の環境保護及び社会的影響の回避・最小化に関する意識を高め、環境及び社会に

配慮した業務運営に努力する」と明記しておられますので、これは具体的な根拠でございます。 

 そして最後に、「このような背景から、ジェトロの業務によるわが国の貿易の振興と国際協力において、

持続可能な社会づくりへ国際的な貢献をすることが公的機関としての責務だという」、そういう理念でいき

ましょうということで、基本理念をここに明確にすると。「そのためには、環境と社会に配慮した業務運営
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を確実にするべく具体的な責務とその手続きを定めることが必要である。」と、そんな書き方はどうかと思

います。 

 ただ、基本理念は余り長く書いてもいかがかと。もうちょっとその中身を深く、持続可能性に対する議論

とか、そんなことを少し書いてもいいと思いますが、一応ここでは、背景で大分出ていますので、こんなふ

うな形でいいのかなと思って示しました。 

 それから、本ガイドラインの目的でございますが、これも原案、ジェトロの藤崎さんにお示ししていただ

いたものがベースなんですが、ちょっと書き加えております。ですから段落が分かれておりますけれども、

２つに分けました。１つは目的の記述の部分、２つ目の段落は、その中でとりわけ個別具体的なガイドライ

ン、これとこれが必要だという表現になっております。 

 趣旨はそんなに変わらないんですけれども、説明責任ですね。１つは持続可能な社会ということのキーワ

ードが入っています。 

 「このガイドラインはジェトロの業務において、同機構が持続可能な社会づくりへの貢献についてその説

明責任を果たすため、対外的な透明性を保ちつつ、その環境社会配慮上の責務を定め、また、望ましい方向

性を示すことを目的とする。」と。キーワードですから、持続可能性、持続可能な社会づくりということ、

それから説明責任ということですね。これをきちっと書いた方がいいかなと思います。 

 あと２つ目は、個別具体のガイドラインをつくるというような表現にいたしました。 

 それから、「３．環境社会配慮の項目と環境社会影響の範囲」というところでは、次の段階といいますか、

案件形成調査が終わって、次はＪＩＣＡの段階につながるとか、そんなことが多いと思いますので、やはり

ＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインという一つの流れがあるかと思いますので、それを踏まえてのことを

１行入れました。「ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインを踏まえ、以下のとおり定めるものとする。」と。ジ

ェトロの藤崎さんの原案にも書いておられましたが、私はこれはあった方がいいなと思って、私の方には残

しております。 

 同じ考え方で、「４．社会環境と人権への配慮」でも、「ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインを踏まえ、以

下のとおり定めるものとする。」としております。 

 あと、文言はほとんど同じで、若干表現を幾つか直したかもしれませんが、ほとんど同じだと思います。

基本的には同じことで示しました。 

 それから、「５．ガイドラインの遵守と情報公開」、これはご提示いただいたものがベースなんですが、若

干補足しました。 

 補足した点は、１番目の段落で「諮問委員会設置」のところですが、「諮問委員会設置後速やかにホーム

ページで公開し」ということと、公開の会議ということがわかるようにした方がいいと思いますので、「ホ

ームページで公開し、会議は原則として公開とする。」と、こういう表現はどうかなと思います。 

 それから、３つ目の段落になりますけれども、諮問委員会の議事録の件です。この議事録も、議事録はホ

ームページで公開するというのは、そのとおり結構なんですが、その議事録の書き方についてつけ加えまし
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た。「諮問委員会の議事録は発言順に発言者名を明記したものを作成し、ホームページで公開する。」、そう

いう表現にこの部分を追加いたしました。 

 あとは、藤崎さんの案で具体的に用語の定義も書いていただきましたので、そちらの方がよろしいと思い

ます。 

 以上でございます。基本的事項に関してはそのようなことで、ジェトロからご提示いただいたものをベー

スに少し手を加えさせていただいたという次第でございます。 

 それでは、こういうようなことで提案いたしましたが、いかがでしょうか。私としては、先ほどから藤崎

さんも、基本的事項の基本理念は少しコンパクトにした方がいいという意見をいただいているので、それに

対応したいということでしたので、１つの案として私はこれを書いてみたということでございます。 

 それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

 どうぞ。 

○高梨委員 若干議論は戻ってしまうかもしれないんですけれども、３、４のところですね。見ると、私ど

も受けて実施する立場からすると、すごく遠大な目標が書かれているということで、ＪＩＣＡやＪＢＩＣの

調査と比べて、期間や資金的な面を考えると、ここで書いてあるようなことが本当に達成できるのかという

のが正直懸念してしまうんですけれども、例えば検討すべきということで、ここで派生的・二次的な、さら

にプロジェクトのライフサイクルにわたる影響も含むとか、累積的影響も含むと。さらに３番目の段落では、

影響のメカニズムが十分に明らかになっていないこと等々についても、可能な限り予防的な措置も含んだ環

境社会配慮を検討するということになっていて、本当にここまでできるのかなというのが正直な感想です。 

 それから４番目も、ここで「ジェトロが」という主語がはっきり書かれているわけですけれども、その中

で、ジェトロとして、例えば第１段落の「特別な配慮が求められる。」という特別なとか、その次の「女性

や先住民族、障害者、マイノリティなど社会的に弱い立場にあるものの人権について特に配慮する。」とい

うようなことが書かれていて、正直、ジェトロの案件でこういうところは、「特に」ということが殊更強調

される理由があるのかなというのがちょっと疑問に思いました。 

 それから、最後の用語の定義のところでちょっと気になるのは、２番目にフィージビリティ調査という定

義が出てくるわけですけれども、６番目にステークホルダーの話のところに、「ジェトロ案件形成調査にお

いては、同調査および次の段階で行われるフィージビリティ調査」ということで、以前に議論しましたよう

に、ジェトロ調査というのはＦＳではないというのと、そういう文脈で考えますと、２番目にフィージビリ

ティ調査の定義を入れるのであれば、その前にジェトロの案件形成調査の、要するにこの前の段階だという

ようなことを、順番をちょっと工夫したらいいんじゃないか。さもないと、これはＦＳのことにまた戻って

しまうというような感じ。 

○原科委員長 ジェトロ案件形成調査としてはここでやって、その次にフィージビリティ調査の方がいいで

すね。 

○高梨委員 そうですね。ですから、いよいよまとまるような段階でつくづく、業界で議論を始めているん
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ですけれども、本当にここまでのものがジェトロ調査で求められるのかということが議論になっていますの

で、別途またペーパー等でもご意見を出そうと思いますけれども、率直に言って、ここまで書き込んで、本

当にジェトロ調査でこういう配慮をした調査が行われる、させるのかということをちょっと懸念を持ちまし

た。 

 以上です。 

○原科委員長 ありがとうございました。 

 ちょっと今のは私がレスポンスした方がいいですかね。私は、ジェトロの藤崎さんの提示されたものをベ

ースに、この３番、４番は余り変えていないんですけれども、今おっしゃる意味は、環境社会配慮を行うべ

き項目という書き出しになりますので、全てに対応するのは限られた時間では難しいなということになるか

と思います。ただ、考えるスコープといいますか、こういうスコープだということを言っているということ

で、表現形式を変えれば、すべてを詳細にやれという意味ではありませんから、コミュニケーションの方法

としてこの表現はよくなかったかもしれないと今思いました。スコープはこの範囲だと、その範囲内で、当

然限られた資源でやるわけですから、すべてについて詳細なことは、おっしゃるとおりでできないと思いま

すので、その辺はちょっと工夫した方がいいかと思いました。 

 ただ、スコープとしてはこういう範囲だと、それがありますので、「ＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドライ

ンを踏まえ」という表現の方が、ＪＩＣＡでこういう範囲を扱っていますから、大体それに沿った範囲にし

ましょうという意味でやっています。だから、何かつけ加えるとすれば、制約された条件の中で調査するの

で、当然そういった制約にした上でということで、何かわかるようにした方がいいかもしれないですね。ど

うもありがとうございます。 

 今の関係で何かございますか。 

 宮崎委員、どうぞ。 

○宮崎委員 私も高梨委員がおっしゃったことで、特に３番、４番のところですけれども、やるのかなとい

うのは確かに気になりました。ただ、今の先生のご説明で大体了解しましたけれども、少し検討していただ

ければというふうに思います。 

 それからもう一つ、用語の定義のところで、藤崎さんの方でしょうか、６の③ですが、「案件形成調査」

云々と書いてあって、「具体的には」と書いてあるわけですけれども、これは現在ではそうですけれども、

用語の定義といった場合に、これで今後もずっと変わらないということなのでしょうか。 

 例えば、「地球環境・プラント活性化事業等調査」というのは、かなり長い期間、そういうことで変わら

ないだろうと、ほかの調査も変わらないだろうということであれば、これでもいいのかもしれないですけれ

ども、もし短期間に変わっていくと、またこれを変えなきゃいけないですよね。そうすると、ここに「現状

では」とか「現在では」というふうにやっておくか、あるいはそれに…… 

○原科委員長 「現時点では」とかね。 

○宮崎委員 ええ。そうしないと、くるくる、いつも変えなきゃならなくなっていくと思いましたので。 
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○原科委員長 例えば、2007年度の場合にはこれこれで、今後これに類似したものと、そんな表現の方がい

いですね。 

○宮崎委員 ええ、そういうふうにした方がいいかなと思うんです。 

○原科委員長 私も、おっしゃるとおり、前にたしか議論をしたときに申し上げていると思います。 

 それから、案件形成調査のことを言って、「ジェトロ案件形成調査」のところなんですが、案件形成調査

そのものは何かという説明がないと定義とは言えないと思うので、案件形成調査というのは何かというのも

１センテンス必要だと思います。 

○事務局（藤崎） その前のところに、「このようなフィージビリティ調査の対象となるプロジェクトを発

掘するために行うのが「案件形成調査」である。」と。 

○原科委員長 それはむしろ３番目に入れた方がいいですね。プロジェクトを発掘するために行う調査を

「案件形成調査」と、そういうことをむしろ３に入れておいて、その方がいいと思いますね。「発掘するた

めに行う」を次のフィージビリティ調査まで、その辺を整理して、わかるようにしたらいいと思います。 

○事務局（藤崎） そうしますと、例えば「フィージビリティ調査の対象となるプロジェクトを発掘するた

めに行うのが「案件形成調査」である。」として、それで「ジェトロ案件形成調査とは」という……。 

○原科委員長 いや、２番、３番を入れかえた方がいいというご意見だったですね。 

○事務局（藤崎） はい。 

○原科委員長 私もそう思いまして、実は案件形成調査とは、むしろ具体的なプロジェクトを発掘するため

に行う上位段階での意思決定に使う調査でしょう。それをきちっといって、だからSEAの関係と、政策、計

画事業とか政策段階とか、そういう段階で行われるものだという位置づけを入れていただいて、そしてその

案件形成調査の中でも、特にジェトロ案件形成調査という場合には、経済産業省から受託するものであると

いうことで、具体的には2007年度の場合にはこの３つだと、そういう表現がいいんじゃないですか。 

○事務局（藤崎） わかりました。 

○原科委員長 その上で今度は、フィージビリティ調査は、次の段階への具体的な、事業化する段階の調査

であるということで、政策・計画段階での案件形成、特に政策段階ですよね。上位の意思決定段階で行いま

すと、そういうのがよろしいかと思います。ですから、２番、３番は順番を入れかえて、整理をもう一回し

ていただくとよろしいと思います。 

 松本委員。 

○松本委員 今の高梨委員に関係したことということですか。 

○原科委員長 そうです。高梨委員の部分です。宮崎委員もちょっと関係したと思いますが。 

○松本委員 今の高梨委員のご懸念に対してですけれども、１つには、これまでの募集要項の中にも、ＪＢ

ＩＣのガイドラインを踏まえてと書いてあって、高梨委員がご指摘になった中のおおよその部分ですね、③

の社会影響の範囲を除けば、おおよそＪＢＩＣの方にも書かれている文言がありますので、そういう意味か

らいくと大きくＪＢＩＣから離れているわけではないというふうに思うんですね。 
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 もう一つ、地球環境・プラントの方では、少なくとも代替案がある場合の想定として、ライフサイクル全

体を考慮した財務分析を行うということが公募要項の中には書かれているので、先ほどご懸念の一つにあっ

たライフサイクルのことも、少なくとも財務分析については、これまでも求めるものの一つにはなっていた

ということから考えれば、実はそんなに大きくスコープが広がっているわけではないです。先ほど原科先生

がおっしゃったように、私もＪＩＣＡのガイドラインのときに、社会影響の範囲を広げることを提案したん

ですけれども、そのときに、当時のＪＩＣＡの課長が懸念されたのも、それをすべてやらなきゃいけないん

ですかということでしたが、その議論の中では、いえいえ、こういうものが可能性のある影響であると。も

ちろん事業によっては全く関係のない影響もあるでしょうから、そういうものをここから削っていく。そう

いう目安であるという議論をＪＩＣＡでもしましたので、そういう意味からいくと、そんなに大きく懸念さ

れることはないと思っています。 

 あと、人権への配慮について、これは私よりも、本当は川村委員がいらっしゃれば、川村委員が話された

方がいいんでしょうけれども、これもＪＩＣＡのときに、具体的にどうすればいいんですかという実務から

の疑問があったと思います。そのときに川村委員が言われたのは、人権に関する国際的な規約にどういうも

のがあって、それにはどんなことが書いてあるのかということをとりあえず把握しておくことでした。その

国がどれに批准しているかということをＪＩＣＡの方では整理することになっているはずですから、そのあ

たりはＪＩＣＡから情報をもらって、この国は人権面ではこうなんだということをリファーするということ

ではないかと思います。そういうことからいきますと、私は、それほど大きく拡大はしていないんじゃない

かというのが、今の高梨委員のご懸念に対して思ったんですが。 

○原科委員長 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 そうですね。私も読んでいて、実際に公募で使われている資料等との若干ギャップがあって、

そっちの方が先行しているので正直つらいんですけれども、ただ厳密に書き直してみると、ＪＢＩＣのガイ

ドラインとしてはいいと思うんですね。本格的にしっかりやりなさいと、円借款つけるので。ただ、それと

の兼ね合いからいって、ジェトロのこのレベルで本当のライフサイクルの経済財務分析ができるのか。私が

やろうとしたら、恐らくそこは正直…… 

○原科委員長 むしろ外した方がいいんでしょう、そこまでは。 

○高梨委員 ええ、無理だと思うんですね。 

 川村委員の人権のあれというのは、修飾語として特別な配慮とか、特に配慮するということで、要するに

ジェトロとして特別にやるんですよというようなニュアンスが出ているので、恐らくジェトロ報告書を考え

たときに、一般的な概況とか背景のところで、例えばアフガニスタンとか何か、プロジェクトがあれば、あ

るいはフィリピンのミンダナオなどであれば、そういうのを書くにしても、それ以上の調査というのはなか

なかできないと思うんですね。 

 ですから、実際やる側からすると、検討すべき、調査すべき項目に今みたいな派生的・二次的・累積的影

響までなんていうことを書かれてあると、実際はできないのになと正直思うんですね。ですから、そういう
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文書が出ているんですけど、と言われると非常に困るんですけれども、本当はそこはそういうふうに統一し

た方が、私は結果的にはいいんじゃないかと思って、そういうことを申し上げました。 

 以上です。 

○原科委員長 満田委員、どうぞ。 

○満田委員 岡崎委員がいらっしゃれば、きっと言ってくださったと思うんですが、参考までに、ＪＢＩＣ

のガイドラインでは、実は派生的・二次的、それからライフサイクルにわたる影響を考慮することが望まし

いという一文が入っておりまして、ただしこの逃げになる部分は、「合理的と考えられる範囲で」という一

文があるんですね。 

 ここで、特にこのプロジェクトは、プロジェクトサイクルの、例えばプロジェクトが終わってからの配慮

というのが必要だとか、あるいはオペレーションの段階で、ダムだったら堆砂の問題ですとか、特別なオペ

レーション上の問題があると考えられるとか、そういうプロジェクトごとに判断して、合理的だと考えられ

る範囲では、その影響をミティゲートする方策を、各検討すべきフェーズで考えていくというのが重要にな

ってくると思うので、今の案でも、影響を考慮する、影響を調査するというふうには言い切っていなくて、

あくまで考慮ですので、私も、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡの事例に倣えば、こういう文言ぐらいだったら大丈夫な

のではなかろうかと思います。 

○原科委員長 村山委員、どうぞ。 

○村山委員 具体的な文言の件で恐縮なんですが、かなり詰めている段階だと思いますので、先行している

ＪＢＩＣとＪＩＣＡの該当箇所を比較すると、ＪＢＩＣに関しては、環境社会配慮項目については、調査・

検討すべき環境影響にはこれこれが含まれるとなっています。一方、ＪＩＣＡについては、環境社会配慮の

項目はこれこれを含むという表現です。 

 先ほど委員長がおっしゃったように、スコープという位置づけで、このリストから選択をするというよう

な意味合いであれば、例えば原案の中の「行うべき項目」の「べき」というのを外して、ＪＩＣＡの表現の

ように「行う項目は」とすれば、少しニュアンスが違うかなというふうに思います。 

○原科委員長 私もそんなふうに思います。 

○村山委員 ２番目の環境社会影響の範囲については、これは両方とも最初の文言は、「調査・検討すべき

影響は」と、「すべき」という表現ですが、ＪＢＩＣの方は最後が「望ましい」となっています。今、満田

委員がおっしゃったような表現で、ＪＩＣＡについてはそれがありません。ですから、ここも少し和らげる

とすれば、「望ましい」というＪＢＩＣの表現を採用すれば、少しニュアンスは変わるかもしれません。 

 いずれにしても、余り大きな変更は必要ないと思いますが、そういう若干の細かい修正で対応ができる範

囲ではないかと思います。 

○原科委員長 そうすると、今おっしゃった最初の方の点ですが、「環境社会配慮を行う項目は」というこ

とですね、「べき」を外すと。あるいはさらにつけ加えるならば、「環境社会配慮を行う項目の範囲は」とか、

そうすると今のイメージが伝わりやすいですね。 
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 それから、「４．社会環境と人権への配慮」の２つ目の段落で、「この際、女性、先住民族、障害者、マイ

ノリティなど社会的に弱い立場にあるものの人権について特に配慮する。」という、「特に」までは強調し過

ぎではないかというご意見でしたけれども、「特に」を取ってもよろしいんでしょうか。取ると逆にまずい

ということは。いかがでしょうか。「ついて配慮する」という表現もあるかと思いますが。 

 でもこの際だから、前のセンテンスとのつながりだから、「特に」はちょっと変な感じですね、文章とし

ては。上で一般的なことを言っているわけですからね。次のセンテンスが、「特に」とつけるとちょっと強

いですか。どうでしょう。一般的に国際人権規約を初めとする国際的人権基準の原則を尊重すると、その中

で特にこれこれについてという意味だと思いますが、それほどきついという感じもしないんですけれども。 

 どうぞ。 

○神崎委員 私の感覚では、特に先住民族や女性の権利というものは、国際的に言っても特別な配慮が求め

られるものとして…… 

○原科委員長 今でもそう。 

○神崎委員 そうです。なので、「特に配慮する」という、「特に」だけを強調してみるとちょっと抵抗感が

おありなのかもしれないですけれども、一般的に考えれば、やはり特に配慮されるべき対象であるというふ

うに思います。 

○原科委員長 「特に」の受け取り方ですね。非常に配慮すると、強くそこを感じるのか、あるいはいろん

な中でもここの部分ですよという限定的に言っているのかという、受け取り方にもよると思いますけれども、

今、先住民族に関しては特にうるさいと思います。IAIA（国際影響評価学会）の大会でも、毎回このことが

出てきます、そういう議論が。これは高梨委員の方がよくご存じのとおりですけれども。 

 どうぞ。 

○高梨委員 そういう意味では、こういう文言を入れるとまたトーンが下がっちゃって恐縮なんですけれど

も、プロジェクトごとなんですよね。ですから、必要に応じてみたいな、それが必要な場合にはということ

なんだと思うんです。 

 ですから、ここは一般論の話じゃなくて、あくまでもジェトロの調査の中で、こういう配慮をどうしても

らうかということをある程度明示的に出すという場であれば、もし発注者側がそれをしっかりやってくださ

いと言ったときには、調査の中でそういう面も取り込まなきゃいけないという必要性が出てくると思うんで

す。 

 ですから、一般論だけで言うんであれば、ここまで強調しなくてもいいんじゃないかと思いますし、もし

やるのであればプロジェクトによってというようなことで、また私も考えてみますけれども、そういうふう

なことになればまた違った受け取りになると思いますけれども。 

○原科委員長 では、この辺の文言を少し工夫してみたいと思いますが、ほかにご意見ございますか。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 用語の定義なんですけれども、ＪＩＣＡの場合、21の用語の定義をガイドライン上でしており
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ます。 

 その中で、特にこちらの方にもつけた方がいいかなと思うのがあります。まず「環境社会配慮とは」とい

うのが、ＪＩＣＡの用語の定義の第１番目に書いてあるのですが、わかったようでよくわからないというの

が一般的ですので、「環境社会配慮」というのが一番最初にきてもいいかなと思いました。 

 それから、下の方で結構なのですが、スクリーニングとスコーピングもよく出てくるのですが、普通知ら

ない人が多いので、スクリーニングとスコーピングについても定義を、ＪＩＣＡは入れておりますけれども、

それも参考にしていただければ、よりいいかなと思った次第です。 

 以上です。 

○原科委員長 それはむしろ定義をそろえた方がいいですね、関連性があった方が。それぞればらばらに定

義したら、かえってぐあいが悪いですから。 

○田中委員 ちなみに、フィージビリティ調査というのはＪＩＣＡの定義には入っていないのですが、この

フィージビリティ調査やマスタープラン調査というのは、技術協力用語集というのがありまして、これに大

体包括的に書いてありますので、そういうのも参考にされたらよろしいかと思います。 

○原科委員長 そうしましょう。 

 基本的事項、今のようなことで、ほかに。 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 諮問委員会について教えてほしいんですが、実は少し役割がよくわからない部分があります。 

 といいますのは、最初の方の文言でいくと、遵守のための仕組みであって、遵守にかかわる意見をジェト

ロ側が受け付け、それを必要に応じて諮問委員会に諮るというふうに読めます。が、最後の段落を読むと、

定期的に諮問委員会が開催されて、業務の実施状況の報告があり、遵守、ガイドラインの見直し等が行われ

るというふうに書かれています。 

 １つ目の質問は、これはつまりは審査、最初の採択にはかかわらないんですねというのがまず第１の質問

です。 

 それから２つ目は、あくまで外からの意見があって初めて機能する諮問委員会なのか、それとも、例えば

中間の段階あるいは最終報告の段階にきたものについては、大体この諮問委員会にかけるというようなイメ

ージをここでは持たれているのか。そこのあたりが私はわからなかったというのが２つ目です。 

 ３つ目は、これは全体にかかっているということは、案件形成だけでなくＣＳＲもかかるということだと

思うんですが、そちらについては具体的にどのような役割をイメージされているのかというのが３点目で、

３つほど質問をお願いしたいと思います。 

○事務局（藤崎） まず第１点目ですけれども、審査ですが、これはジェトロ事業の場合は、例えば公的約

束、国際約束があって、両国間で合意がされて、それで表にされる案件とは違いますので、審査に関しまし

ては、これはこれまでも申し上げていますとおり、内部で審査させていただくということでございます。 

 それから、３点目に飛びますけれども、３点目はＣＳＲ部分、これは諮問委員会自体は、案件形成調査ば
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かりではなくて、ジェトロ事業全般につきましてアドバイスをいただくという位置づけでございますので、

基本的に常設を考えております。 

 ただ、役割として１つはっきりしているのは、とりわけＣＳＲ部分も含めて、定期的にこちらからご報告

をして、それに対してコメントなりアドバイスなりをいただく機会は必ず設けるということでございます。 

 それから、２点目のところが、案件形成調査にかかわるような、ある意味で意見の聴取等ですね。これは

実は発想としましては、基本的に、例えば松本委員のご提案ですと、内部的にきちんとする体制をというこ

とが１つ大きくあったと思うんですけれども、現状あるいはこの先を考えましても、それだけ専門家をそろ

えるということは基本的に不可能かと思います、内部的には。むしろ外部にたくさん専門家がいらっしゃる

わけですから、日常的にある意味で接触ができてアドバイスがいただける人たちに、専門家として、とにか

くいていただくということが第一の目的。それで、例えば意見等があれば、これに対して内部的に処理して

しまうというよりも、きちんと外部の専門家の方たちに相談をしつつ処理をしていった方がはるかにいいだ

ろうと、説明責任上もその方がいいだろうというのが私どもの考えでございます。 

 以上、とりあえずの回答をさせていただきます。 

○松本委員 今の最後のところなんですが、つまり私の質問としては、外部から何か意見があって初めてこ

の諮問委員会というのが機能するのか、それとも、例えば案件形成の場合、最終報告書については、ＪＩＣ

ＡであればカテゴリーＡ案件はすべて審査諮問委員会に付されるわけですけれども、そういうイメージで、

影響ありとなった案件については、少なくとも最終報告書のドラフトなりの段階で、この諮問委員会にかけ

て問題ないかというのをチェックするのか。つまり、外部から意見がなければ諮問委員会には、特に、よほ

ど内部的に疑問があるようなものでなければかけることはないのか、そのあたりについてはどういうイメー

ジなんですか。 

○事務局（藤崎） これは第Ⅲ部の方とも絡んできますので、後ほどきちんと議論させていただきたいと思

いますけれども、基本的には、案件形成調査の結果につきまして、これは公表いたしますので、その辺につ

きまして専門家の立場からコメントを求めたいというのが私どもの立場でございます。あくまでこれは、私

どものやる事業といいますのは調査をするというこでございますので、それがすぐアクションに結びつくと

いうわけではございませんので、その段階で意見を求めても、その後に十分役立つと思っております。 

○原科委員長 定期的に諮問委員会を開催するという規定は、今の趣旨ですね。 

○事務局（藤崎） はい。 

○原科委員長 だから、外部から意見をもらう、もらわないにかかわらずやると。 

 だからこの書き方の順番を変えた方がわかりやすいかもしれないですね。２つ目に書いてあるから、意見

をもらったときだけしか答えないような印象になっちゃうので、さらに加えて外部意見も受け付けますよと、

そういう積極的な姿勢ですよね。意見がない限りやらないというのではなくて。 

○事務局（藤崎） もちろんそうです。 

○原科委員長 それが誤解を受けるかもしれないので、むしろ諮問委員会を設けて、それは定期的に開いて
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チェックしていくと、さらに加えて外部からの意見も受け付けますよと、そういう仕組みだと私は考えてい

ますが、そんな理解でよろしいですか。 

○事務局（藤崎） そうです。 

○原科委員長 それで、できれば本当は審査の途中でもと最初は思っていましたけれども、調査期間が半年

しかないので、なかなか時間的にきついので、でき上がったものに対する外部チェックということでいいの

かなという感じは持ちました。これは今、藤崎さんがおっしゃったように、この段階で事業がすぐ始まるわ

けではないので、それで対応できるかと思います。そういうのが必ず入っていれば、次の提案のときに、そ

ういう情報が包含されていれば、それに対応するようになっていくので、いい循環を期待したいと思います。 

 神崎委員、どうぞ。 

○神崎委員 １つ教えていただきたいんですけれども、諮問委員会と総務部の環境社会配慮審査担当の位置

づけというか、関係はどういう関係があるのかということ。 

 もう一つは、外の人が何か意見を言いたい場合は、ジェトロに送って、ジェトロが受け付けて総務部に送

って、それから外部の諮問委員会に送るという３段階になるということですか。 

 その２つの点をお願いします。 

○事務局（藤崎） 手続的にすべてきっちり決めているわけではございませんで、おおよそこういうことで

今のところ内部的な合意を取りつけておりますけれども、例えば、今、神崎委員がおっしゃった外部の専門

家と環境社会配慮審査担当というんでしょうか、この名称自体もまだ仮のものでございますけれども、その

関係というものを具体的に決めているわけではございません。 

 ただ、諮問委員会の１つのファンクションとしましては、外部意見に対して対応するときに、きちんと専

門的な立場からアドバイスをもらうということがありますから、その場合ですと、現課から環境社会配慮審

査担当のところに回ってきて、それが専門家の諮問委員会の方に渡されて、それで議論されていくという形

になるんじゃないかと思いますが、はっきり詳しく決めているわけではございません。 

○松本委員 今の神崎委員のところと関係するんですが、遵守の機能としてもしこれを考えた場合、オペレ

ーションからの独立性を常に考えてしまうんですね。したがってそのあたりが組織的に、私の案は実は監査

室だったんですが、監査室で基本的にオペレーションから離れて、要するに理事長なり副理事長なりの直轄

の権限において、遵守をチェックする、コンプライアンスをチェックするという機能ですよね。コンプライ

アンスの機能というのは、組織の中ではそういう位置づけになっていると思うんです。 

 今の書き方でいくと、ＪＩＣＡで言えば審査諮問委員会のようなもので、つまり審査部局のアドバイザリ

ー的な役割であって、これは遵守の確保と言っていいのかどうか私はやや疑問があります。これは法律がご

専門の柳先生にお伺いしたところですが、ＪＩＣＡの場合も審査のアドバイスをする、専門的立場からアド

バイスする諮問委員会と、その全体を含めた審査そのものがコンプライアンスを満たしているかどうかをチ

ェックする審査役、遵守を見る審査役、これは別に置いているわけですよね。 

 したがって、そのあたりは、これが遵守のメカニズムと言ってしまって本当にいいのかなというのは、こ
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の役割の重要性はわかるにしても、これが遵守の仕組みだというふうに言ってしまって、組織的にいいのか

なという疑問はあるんですけれども。 

○原科委員長 この辺は柳先生。 

○柳副委員長 どういった遵守のシステムを考えるかというのは、エンフォースメントやコンプライアンス

に対応する仕組みとしては極めて重要ですし、内部のいろんな検討を外部にどうやって透明性を高めてきっ

ちりとやっていることを示していくのか、そういう意味では今までの２つの機関のやり方というのは、先ほ

ど指摘されたように、不服に対して、それをきっちりと対応する審議役みたいなものを設けて、それは結局

は内部でやっていることの監査役ですよね。監査をする仕組みをつくっているということで、それは外部監

査なのだけれども、内部にそうした人を置いておく、それでチェックするという仕組みです。 

 ただ、ここで書かれているのはそういう仕組みではなくて、ガイドラインを内部でどうやって遵守してい

るのかということを、第三者機関というような形の諮問委員会を設けて、そこでチェックすることにしまし

ょうということで、さらに重ねて監査をする仕組みまでは要求していないというのは、それも置くべきだと

いう考え方はもちろんあると思いますけれども、そこまで必要なのかどうか。要するにジェトロの業務に照

らして、そういう対外的なクレームがあったものに対応するような事業自体があり得るのかどうかと考えた

ときに、そこまでは必要としないのではないか。だから、ここに書かれた「ガイドラインの遵守と情報公

開」の範囲内で十分対応できるというのが私の考え方です。 

○原科委員長 どうでしょうか。ほかにご意見ございませんか。監査室という形まで持っていかなくてもい

いんじゃないかということですけれども。 

○松本委員 私は、自分が書いた監査室ということにこだわっているというわけではなくて、遵守、コンプ

ライアンスとなると、実際にそれを行っている部局からの独立性というのを確保しないと、体外的にこれが

コンプライアンスの仕組みですというふうに言いにくいんじゃないかと思っているんです。実務上は非常に

効果的だと思うんです、このアドバイザー…… 

○原科委員長 ＪＩＣＡみたいに、審査会のようにサポートする役なら役割がはっきりするけどね。 

○松本委員 ええ、そうなんです。 

○原科委員長 ＪＩＣＡはほかにありますからね。ちゃんと仕分けしてある。 

○松本委員 ええ。この項目が審査諮問委員会やアドバイザー、専門家委員会みたいな、そういうクレジッ

トでこの項目が書いてあるならば、私は全然問題ないと思うんですが、これは遵守の仕組みとして書かれて

いると、独立性という疑問はちょっとどうしても残ると、形式的なことかもしれませんけれども、思ってい

る次第です。 

○宮崎委員 今の件ですけれども、私は柳先生のご意見と同じで、今、松本委員の言われたような、いわゆ

る内部的な監査の組織、それでコンプライアンスがきちっとできているかどうかという、そういうこともも

ちろんなんですけれども、４ページの６の上の段落ですか、「ジェトロは、定期的に諮問委員会を開催し」

云々というところですね。「本ガイドラインの遵守、必要な場合にはガイドライン見直し」、ここでガイドラ
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インの遵守のチェック機能をこの諮問委員会に任せているわけで、この諮問委員会に外部の専門家というこ

とが入ってくるわけですから、ある意味でいえば、もちろん内部の組織での監査ということ以上の、外部か

らの目で見られるわけです。 

 ですから、必ずしも内部の監査役的な方がおられなくても、十分この諮問委員会の機能で、組織的には実

際諮問委員会がある程度実行的な役割をしているという面はあるにしても、今のような諮問委員会の中では、

ガイドラインの遵守がちゃんとできているかどうかということもチェックするというふうに書かれているわ

けですから、この形式でコンプライアンスの方も満足できるんじゃないかと私は思います。 

○原科委員長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 村山委員、どうぞ。 

○村山委員 ５番の部分は、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡと違って、ＣＳＲ部分と事業部分、両方カバーするという

ことがあるので、非常に書きにくい。ある意味では、ちょっとあいまいな部分になっているような気がする

んですが、そういう意味では、第Ⅱ部と第Ⅲ部の内容にかなりかかわってくると思うんですね。 

 例えば、きょう出ている第Ⅲ部の案の２ページ目の下の方に、外部有識者による審査専門委員会という言

葉が出てきますけれども、この委員会との関係がどうなっているのかということも少し議論をさせていただ

いた上で、この部分については意見を申し上げたいと思いますので、５番については少し保留をさせていた

だき、第Ⅱ部、第Ⅲ部の議論を少し深めた上で再度検討した方がいいかなと思います。 

○原科委員長 では、システムの仕組みについてもうちょっと議論することにいたしましょうか。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 今、村山委員がおっしゃったとおりで、後の議論でよろしいかと私も思いますけれども、１点

だけ、先ほど原科委員長がおっしゃった項目につきまして意見を申し上げます。 

 「諮問委員会設置後速やかにホームページで公開し、会議は原則として公開とする。」、この会議の公開と

いうところも先生は必要だというふうにおっしゃったと思います。ＪＩＣＡの場合も審査会は公開にしてお

ります。ただ、公開というとすごく人が集まるかなと思ったのですが、それほどでもありませんので、よほ

ど関心がある人しか公開の席には来られていないというのが現状ではございます。 

 それからもう１点は、「諮問委員会の議事録は発言順に発言者名を明記したものを作成し、ホームページ

で公開する。」というふうに原科先生はおっしゃったのですが、これもそのとおりにきちんとされた方が

後々よろしいかと思います。ＪＩＣＡの場合も審査会の発言は、発言者名を入れて全部公開しております。

このあたりが透明性を深める意味でも非常に大事なことだと思っております。 

 以上です。 

○原科委員長 どうもありがとうございます。 

 諮問委員会の意見を尊重すると明記しておられますから、意見がどうであったかという確認のためにも、

発言順に発言者名を明記したものをつくっていただきたいと思います。発言者名明記は当然ですが、発言順

ということが大変大事なところで、議論の流れ、コンテクストがわからなくなると困りますので、そういう
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ことでわざわざこう書いております。 

 それでは、今の部分は、ほかにご意見がなければ先へ進みますが、ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ、岡崎委員。 

○岡崎委員 遅れて来ましたので、話のポイントがずれていたら大変申しわけないんですが、私は、きょう

ご欠席の吉田委員も時々ご発言いただいていますし、私も申し上げてきていることなんですが、少なくとも

案件形成調査におけるガイドラインの遵守と違反、特に具体的に違反事項として想定されていることのイメ

ージがまだつかめないんです。 

 すなわち、民間企業の方が調査をやるに当たってのガイダンス、ガイドラインとして示しているものにつ

いて、第三者が、例えばこういったものを調査の項目として含めなさいとか、含めた方が望ましいというこ

とで、調査を民間企業に委託して、その内容について瑕疵があった場合。それについて第三者がガイドライ

ンに違反するといって訴え出るようなことを念頭に置いて、民間企業の方が積極的に調査に本当に応じるの

かなというところは、ここでの議論とは別に、本当にワーカブルなものなのかどうか。 

 要するに、このガイドラインが何を目的としているものなのか。調査をやるに当たって触れなくてはいけ

ないような項目を列挙する、しかし、それはすべて100％満たせるかどうかというのは実際の調査に委ねら

れているわけで、その内容によって十分ではないものについて、ガイドラインの違反、遵守がなされていな

いという議論が、本当に妥当な議論として成り立つのかどうかということに関して、少なくとも私自身はま

だイメージがつかめません。 

 といいますのは、ＪＢＩＣであれば、融資をする上で直接的な被害を受けるような方が、十分な環境配慮

がなされていないからＪＢＩＣの審査は不十分じゃないかということで訴え出るというのは、わかりやすい

イメージとしてあるわけですけれども、ジェトロの、ＣＳＲの部分は私はわかりませんけれども、案件形成

調査でガイドラインの違反を訴え出る人というのは一体だれなのか。そういう第三者が具体的に存在し得る

んでしょうか。 

 その調査というのはこれから行われるもので、しかもその内容が100％満たされるかどうかということは、

具体的に現地に行ってみて、情報を入手してやってみないとわからない。調査結果を見て、これはガイドラ

インに違反しているじゃないかといって訴え出られるようなケースというものが本当にあるのかなというと

ころが、まだ私自身としては、書く以上は具体的なケースを想定したものにしないと意味がないわけで、た

だコンプライアンスのメカニズムを入れましたということで、それで本当にいいのかなという気がいたしま

す。 

 また仮にそういうメカニズムが必要だとすれば、それは客観性といいますか、第三者性というものをメカ

ニズムとして組み込まなくてはいけないわけで、それは組織のあり方としては外に出すべきだということだ

と思いますが、しかし本当にそういうメカニズムが、少なくとも案件形成調査において必要なのかなという

ところが、私自身はまだ納得がいかない部分なので、もう少し考えてみたいと思います。 

○原科委員長 私は、ガイドラインの遵守には２面あると思いまして、１つは応募した提案者に対するガイ
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ドライン遵守の問題と、もう一つはジェトロ自体のアクティビティに関する問題ですね。ジェトロがこうい

うことを示すわけだから、ジェトロ自体の判断とか、そういうものに対する問題もあるかと思うんですね。

そっちの面に関しては、定期的に諮問委員会を開催して意見をもらうわけでしょう。だからそういう感じが

しました。 

 その意味で、仕組み、システムとして、遵守の機関というのは表に出すような形、最後に岡崎委員がおっ

しゃったのと同じことですけれども、それでないと、内部で持っていてうまくいったというのは自己評価に

なっちゃいますから、やっぱり外部評価という格好がないとおかしいのかなという感じは持っております。 

 どうぞ。 

○事務局（藤崎） １点、こちらの想定としてつけ加えさせていただきますと、岡崎委員のご心配された異

議申し立ての件でございますけれども、私どもとしては基本的に想定をしておりません。そういうことが起

きるということは考えられないと思っております。 

○原科委員長 異議申し立てよりも、クオリティコントロールという感じですかね。 

○事務局（藤崎） そうですね。これはＣＳＲ部分を含めまして、環境社会配慮上、私どもの活動が問題点

があるならば指摘してもらおうということでございまして、例えばＪＩＣＡ、ＪＢＩＣにおける異議申し立

ての受け付けをする人ですね、そういった人が配置されておりますけれども、そういったことは考えており

ません。 

○原科委員長 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 今の点でクラリフィケーションで、今おっしゃられた点で、そうすると、外部から質問があっ

たりしたときに、実際のジェトロ調査を考えると、民間から提案があるわけですね、こういう調査をしたい

と。それを審査してぜひやってくださいと。そのときに、ガイドライン的にこういうのを大枠としてありま

すから、これを参考にしてくださいということでスタートするわけですけれども、さっき私が申しましたよ

うに、案件ごとに非常に違うんですね。実施者の方はできるだけ守ろうとしてやるわけですけれども、当然

ながらそこでは優先順位があって、情報もなかなかとれない、データもとれないということで、その枠内で

やると。ステークホルダーについても、今までの議論、今回、私はまた申し上げようと思いますけれども、

特定するのは非常に難しいと思っているんですけれども、そういう中で、この辺かなということでお話を聞

くことはあるにしても、どうしても不完全な形でまとめたレポートが出てきたときに、それに対してこれだ

と十分でないというふうな質問等がきたときに、第三者としても、外部委員としても、そこは判断できない

んじゃないかという気もするんですけどね。現地の事情を知らない状況ですから。そういう面からいって、

どこまでこの審査会というのが機能するのでしょうか、質問ですけれども。 

○事務局（藤崎） 議論としまして、先ほどから案件形成調査の具体的な姿に入ってしまっていると思いま

すので、むしろ案件形成調査について議論していただいて、その上でまた戻って、今回諮問委員会を提案さ

せていただきましたけれども、それについて議論していただいた方がいいのではないかと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 



-19-

○原科委員長 どうしますか。それに入る前にもうちょっとご意見をいただいた上で、そういうふうに入り

ましょう。関連してほかに何かございますか。 

 私は、遵守、コンプライアンスの意味を、異議申し立てだけに限るという、そういうことでなくて、クオ

リティコントロールと申し上げたのは、こういうガイドラインをつくるわけですから、ガイドラインに沿っ

てちゃんと行っているか、進行管理といいますか、そういうチェック機能と考えております。ここの場合は。

だから、さっき藤崎さんが想定していないとおっしゃったことと同じことですけれども、せっかくガイドラ

インをつくったら、それをちゃんと守られないと意味がないですから、ジェトロ自体がそういう判断をして

事業を選択されたかどうか、そういうことだと思います。 

 そのとき、今、高梨委員がおっしゃったように、余り詳細な判断をする材料がないので、明確に問題だと

いう場合はこうなりますけれども、ぎりぎりのところは、そうぎちぎちしたくはないと思いますけれども、

そんなような印象です。 

 どうぞ、松本委員。 

○松本委員 おっしゃったように、この後、第Ⅲ部に入ってしまった方がいいと思うんですが、そのときに

も関係するので今申し上げたいのが、クオリティコントロールとした場合、最終報告書が出た後に、それに

対して議論をした結果がどこへ持っていかれるのかということが疑問に思うわけです。レポートとしてもう

世に出しちゃいましたと、現地国政府にも渡しましたというような段階で、あのレポートのここがおかしか

ったともし諮問委員会の議論で出たときに、それは一体どういうふうになるのかなということを考えないと、

クオリティコントロールにはつながらないと思っているので、そのあたりについても第Ⅲ部の議論の中で、

ワーカビリティというか、そのあたりについて議論した方がいいかなとは思っています。 

○原科委員長 それはさっき循環型と申し上げたのは、次の年度の審査に生かすとかということです。それ

は実際にこの分野ではありまして、行政では川崎市の環境調査条例というのが1994年にできたんですけれど

も、それはそういう仕組みで、終わってから事後評価しまして、次の年に生かすということでやっています。 

 こういうものは、審査の過程で、前年度の評価をして次に生かすというのはよくやっていますから、時系

列で見ていけばそれが十分有効だと思います。ただ、それは少し時間をかけて長い目で見てやって、悪くは

ないけれども、即効性がないから問題という感じもします。しかし、仕組みをよくするためには、それは十

分意味があると思います。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 そういう意味で、次につながるという意味では私も賛成なんですけれども、ただ当該案件につ

いてどうかというときには、コンサルタントを含め実際調査する方にとっては、ＪＩＣＡでもＪＢＩＣでも、

要するに業務指示書というＴＯＲがあるんですね。やる方はこれを守ってください、これを調査してくださ

いというのがまず前提としてあって、それが十分達成されているかどうかということが１つ大きな評価にな

ると思うんです。 

 ただ、鉄道調査で基本的にそうでなくて、民間からこういうことを提案したいということで調査するので、
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そうするとジェトロ側に立っていても、どこまで業務範囲が明確に委託として与えられるかというところは、

正直クリアでないところがあると思うんです。 

○原科委員長 いや、ですから提案ですから、基本要件は最小限のものを提示して、あとは評価ですよ。評

価のときにどんなふうに評価されるかということは、過去のどんなものが評価されてきたか、それがわかれ

ば提案のときに重要な参考になるでしょう。その質を高めるわけです。科研費の審査はまさにそうなんです

ね。過去にどんな審査が行われたか、それを公表することによって次の提案をする人が、そういうものを見

ながらさらによいものをつくっていく、そういうメカニズムを考えているんですね。 

○高梨委員 恐らく国際案件のときに、デプスとか広がりとかというのがなかなか判断できないと思うんで

す。ですから、そういうＴＯＲがはっきりできないところと、それが本当にどれだけカバーしたかというの

が、現場へ行っていないとなかなかわからない状況があるので……。 

○原科委員長 個別にはね。ただ、考え方はだんだん明らかになると思います。特に議事録公開でどういう

議論がされたか記録が残って公表されますと、どんなふうに案件をつくって、そのときにまさにさっきおっ

しゃった３番、４番の言っていることはどんなところまでやればいいとか、わかってくると思います。 

○高梨委員 ですから、繰り返しで恐縮ですけれども、ＪＩＣＡのレベル、ＪＢＩＣのレベルと基本的に違

うということですね。 

○原科委員長 違うフェーズの話ですね。 

○高梨委員 そういうことですので、そういう面では違った扱いということで。 

○原科委員長 大分話も整理できてきたようですので、この辺で休憩をとりまして、後半では第Ⅲ部の方に

まいりましょう。 

 ではちょっと休憩をとります。 

午後４時２２分休憩 

午後４時３６分再開 

○原科委員長 それでは、時間がまいりましたので再開いたします。 

 次は第Ⅲ部にまいります。私のメモでは第Ⅱ部がちょっと入っておりますけれども、これは次回詳しくや

るということにいたしまして、第Ⅲ部の検討をいたします。 

 それでは、最初にジェトロのご担当、清水部長から、案件形成調査事業における環境社会配慮というメモ

のご説明をいただきます。 

○清水産業技術部長 産業技術部長の清水でございます。 

 お手元の資料でございますけれども、「第Ⅲ部 案件形成調査事業における環境社会配慮」というタイト

ルで、右上にジェトロ産業技術部のクレジットが入っているバージョンを使って説明をさせていただきます。 

 作業の流れでございますけれども、前回６月27日の委員会で原科委員長から案の提示が、これはガイドラ

イン全体についてですが、ございました。その中で、第Ⅲ部についても書いていただきました。それを踏ま

えまして、私ども事務方として案をつくらせていただきまして、原科委員長がメキシコに行かれる前に投げ
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させていただき、往復の飛行機の中で見ていただくという大変面倒な作業をお願いした次第でございます。 

 従いまして、原科先生から今日出していただいた案は、その事務局案をベースに加筆をされているバージ

ョンかと存じますが、まず、私どもの考え方をこの資料に沿って説明させていただきます。 

 大きな骨格でございますが、１．と次のページの２．に分かれており、これは前回委員会で原科先生から

ご提示のあったものと変わっておりません。すなわち、「基本的な考え方」と「案件形成調査の手続」に分

けております。 

 後半の「案件形成調査の手続」の部分は、以前から私どもが出しておりました審査採択段階から報告書の

公開までの流れを示したものでございます。これに対しては別紙１、別紙２がついております。このあたり

は前回お示ししたものと、若干のワーディングの違いはございますけれども、大きな変更はございません。 

 「１．基本的な考え方」のところは少し整理し直しました。（１）前提、（２）基本方針、それから次ペー

ジの（３）ジェトロが担う環境社会配慮上の責務、（４）案件形成調査における環境社会配慮項目と環境社

会影響の範囲、という４つの柱が立ってございます。このあたり、どういう整理をしたかについて、前回の

原科先生の案とも対比をさせながらご説明ができればと思います。 

 最初の「前提」についてですが、ここは前回委員会でも少し議論しましたが、それも踏まえ修正していま

す。ポイントを読みながら説明させていただきます。 

 最初のポツでございますが、これは何が対象となる事業かということで、３つの事業を書いてございます。 

 先ほど宮崎委員からも対象事業の名称のお話がございました。要は現時点での事業名称であるとのご指摘

をいただきましたが、それについては脚注にこういった形で書いています。第Ⅰ部の方で仮に書くのであれ

ば、こうした書きぶりとの整合性をとる必要があるかもしれません。いずれにしましても、対象事業の名称

は現時点での名称であって、名称変更があれば当該部分の変更を行うということを脚注で書いております。 

 それから、２ポツでございます。これも原科先生の案を使わせていただきながら、少し直しております。

案件形成調査が前段階だということ、次の段階でフィージビリティ調査が待っていること、を書かせていた

だきました。従って、その目的が、次の段階で行われる調査において必要とされる環境社会調査項目の幅広

い洗い出しを行い、その結果を報告書に明確に記述することだ、ということを書いています。 

 その次のポツは、案件形成調査におけるガイドラインの目的ということで、こういう書き方をさせていた

だきました。 

 最後のポツ、ここはまた議論のあるところかもしれませんが、委託調査であるということで、適用につい

ては、特に執行上は我々は委託元にも指示を仰がなくてはいけないこともあって、こうした文章を１つ入れ

ました。 

 それから、（２）基本方針でございます。ここは少し構造をつくり直しました。原科先生からは、前回、

複数案の検討、ステークホルダーの特定、情報公開、フォローアップ等、幾つかの項目を出していただきま

した。基本的にその項目はほぼ同じかと思いますが、手続面と調査の中身については分けた方が良いのでは

ないかと考え、１）と２）に分けております。１）が手続、２）が調査報告書の記述内容でございます。 
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 その全体にかかる前文という形で、数行の文章を書きました。ここには「ＪＩＣＡ／ＪＢＩＣ等による我

が国の国際協力活動における環境社会配慮との整合性」というキーワードを入れました。前回の原科先生の

案ですと、「ＪＩＣＡ/ＪＢＩＣガイドラインとの整合性」という項目が他と同じ並びで入っていましたが、

むしろこれは基本方針全体にかけた方が良いのではと考え、こういう書き方にさせていただきました。 

 また、先程から委員の皆様からもご指摘がありますけれども、やはりＪＩＣＡ、ＪＢＩＣとは段階も、枠

組み、規模も相当違うという、その差異については十分認識する必要があるのではないかということも書か

せていただきました。 

 その上で「手続」でございますが、３点書いてございます。 

 「スクリーニング」は、対象事業を影響があるものとないものに分けるということです。これは従来から

お話をしてきたところでございます。 

 次に、「情報公開」でございます。これは、案件形成調査の採択後、採択案件と、それから最終的に実施

された場合の環境社会影響に関する検討結果、すなわち「スクリーニング」結果のある、ないをオープンに

するということでございます。それから、最終報告書の公開ということで、現在もやっております和文の最

終報告書とその概要、それを原則として公開するということです。前回委員会でもお話ししましたが、公開

出来ない案件も経産省との関係でございますので、「原則として」という一言を入れさせていただきました。 

 最後に、「フォローアップ」でございますが、「過去に実施した調査案件の現状に関しフォローアップ調査

を行う際には、環境社会面での影響についても、可能な限り把握に努めることとする。」という書き方にし

てございます。これは、フォローアップ調査も経済産業省の仕様の中にあれば実施しますけれども、仕様に

なければ実施しないということもあって、こうした書き方にしています。 

 それから、２）が調査報告書の記述内容でございます。①、②とございますが、①が「他の選択肢との比

較検討」です。これは前回の私どものワーディングで書いておりますが、提案事業の必要性・優位性を明ら

かにするために、当該事業を提案する際に、事業の効果、すなわち、今は何もないわけですが事業を行った

場合にどういう効果があるかということを書いてくださいということです。それから、考えられる他の選択

肢との比較を可能な範囲で行ってくださいとしてあります。その際には、経済・技術的な側面に加え、環境

社会における側面を考慮する、ということを書いております。 

 それから、②が「ステークホルダーからの情報収集等」でございます。これも前回ご議論いただきました

が、想定される実施機関とは協議を可能な範囲でしてください。それから、特に被影響地域が明確であると

判断される場合には、想定されるステークホルダーの特定方法と必要な情報収集の内容・方法を含む協議の

結果を記述してください。という書き方にしてございます。 

 いずれにしても、ここで「ステークホルダー協議をしなさい」とは書きません、という私どもの考え方は

変わっておりません。次の段階で何をするのかということを明確に書くということでございます。 

 それから、（３）が「ジェトロが担う環境社会配慮上の責務」でございます。責務につきましては、先ほ

ど岡崎委員からも、何をチェックし、何があった場合、例えば訴えられるような事態になるのか、といった
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お話もございました。いずれにしましても、ここでは、何を次のステップで行うのかを調査報告書の中に書

いていただき、それをジェトロが監理をしていくのである、と書きました。 

 （４）の「案件形成調査における環境社会配慮項目と環境社会影響の範囲」でございますが、ここはもと

もと原科先生の案ですと、先ほどの第Ⅰ部の中に書いてあったＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインの具体

的な項目名の記述をそのまま第Ⅲ部に書く形になっていました。しかし、環境社会配慮の項目などは、案件

形成調査だけの話ではないので、第Ⅰ部に持っていくという形にして整理をしています。つまり、「環境社

会配慮項目と環境社会影響の範囲」につきましては、そこに書いてありますように、第Ⅰ部の３．、４．を

見てください、という書き方にしました。整理学としてはこの方がきれいではと思っております。 

 先ほど高梨委員からも、こんなに多くの項目をカバーするのですかというご指摘がありました。私どもも、

これらの項目を全部配慮しろと言われると、これは多分出来ないでしょうし、また、案件の提案もなくなる

のではと思いますが、これらはあくまでも考慮すべき項目の外縁を示したものと思っております。具体的に

それぞれの調査をする中で、どういう項目について検討するのかということが個別に考えられるものと思っ

ています。特にジェトロ調査では、環境社会影響自体をアセスするわけではなく、次の段階で何をやるのか

ということを書いていただくということですから、こういう書き方で範囲を示すということが適当では、と

考えた次第でございます。 

 それから、前回の原科先生の案では、「情報公開」、それから「ガイドラインの遵守」等が独立した項目で

ございましたが、これも基本的には全部前の方に持っていき、先ほどの第Ⅰ部の中に書き込むという形にし

ましたので、その分が大きな項目立てとしてはなくなっているという形です。 

 以上が「１．基本的な考え方」でございます。 

 ２．につきましては、「案件形成調査の手続」ということで、詳細はこれまでに何度もご説明しましたの

で省かせていただきますが、審査・採択段階、それから契約段階、調査実施段階、精査段階、調査報告書の

公開段階、と従来と同じ書き方にしています。 

 すなわち、審査・採択段階では、最初にスクリーニング様式でチェックをしていただき、それから、その

内容をチェックし、必要に応じて海外事務所の助力も得ながら中身を確認していきます。その結果を総務部

の環境社会配慮審査担当がチェックを、それから、外部有識者の審査／専門委員会でも検討結果の適否を審

査します。これらについては案件採択の際にオープンにしていく、ということでございます。 

 契約段階につきましても、実施計画書の提出を求め、その中に環境社会配慮調査項目が含まれているか否

かを確認するということでございます。その際、環境社会配慮審査担当がその確認に協力をし、必要な助言

を与えるというメカニズムです。 

 調査実施段階もそこに記述したような形でございます。具体的に派遣する者についても書いてございます。

その他、項目の洗い出しに当たって何を参考にするのかということで、ＪＢＩＣのお名前を書かせていただ

きました。その他、実施機関との協議の話、それから具体的に報告書の中に何を書くのかということで、提

案プロジェクトの必要性・優位性を明らかにするために、実施した場合の効果、それ以外に可能と考えられ
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る異なる選択肢との比較検討等をやってください、と再度書いてございます。 

 それから、調査報告書の精査段階は私どもでやらせていただきますが、その確認作業に際しては、環境社

会配慮審査担当が協力し、必要な助言を与えるということにしております。 

 調査報告書の公開につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。本文はジェトロライブラリー、

それから国会図書館に配架し、報告書の要約をホームページに掲載する、という流れでございます。 

 別紙１、２の説明は省かせていただきます。 

 全体、こうした形で私どもは整理をさせていただいたという紹介でございます。 

 以上でございます。 

○原科委員長 ありがとうございました。 

 では、私の手を加えたものもご紹介いたします。もう一つのつづりで、先ほどご説明しましたものの途中

になります。６ページになります。「第Ⅰ部 基本的事項」というのが１ページにありまして、５ページは

第Ⅱ部ですね。これは次回に詳しい資料が出ると思います。それから６ページからが第Ⅲ部です。これは、

先ほどのように、清水部長から送っていただいたもの、藤崎さん経由だったですね。それをもとに少し直し

ました。 

 余り大きくは手を入れておりませんけれども、前提のところで１つございます。今のご説明と比較して見

ていただきたいんですが、文章はほとんど同じになっていますけれども、２つ目の段落がちょっと長くなっ

ておりまして、それは２つ目の段落の５行目です。もとのものは「次の段階で行われる調査」ということで

文章が続いておりますけれども、私はその前に「次の段階に進めるべきかを判断する情報を与えるととも

に」ということで、次の段階に進んだ場合にはこれこれということですけれども、環境社会調査項目の幅広

い洗い出しを行うという点では同じなんですが、もう一つは、提案行為が実際に事業化すべきものか、その

判断をするというようなこともここに入るんだと思いましたので、これをつけ加えました。ですから、「次

の段階に進めるべきかを判断するための情報を与える」と。ここで決めるわけではないんですけれども、そ

の判断をするための情報を与えるということですね。これを１つ加えたらどうかということです。 

 それからもう一つは、今のご説明の４つ目のポツで、「委託調査であるため、以下の個別項目の適用につ

いては、委託元の意向も踏まえ対応する。」という、この部分はなくてもいいのかなと思いました。これは

言われてみればそのとおりなんですが、余りこれを強調しちゃうと、かえって変かなと思いましたので、私

はこれを削除しました。 

 それから、あとは基本方針、（２）の方になりますけれども、スクリーニングのところで、これはカテゴ

リーの名称を勝手につけちゃったんですけれども、環境社会影響があると考えられるものをカテゴリーＡと

しまして、影響がないと考えられるものをカテゴリーＣとしました。これはＪＩＣＡとかＪＢＩＣのＡ、Ｂ、

Ｃと対応するように、ＡとＣにしました。Ｂがないのはちょっと変でありますけれども、飛行機の中でも窓

際がＡで、２席の場合はＢが飛んでいますね。だからＡとＣでいいかなと。たまたま飛行機の中で直したか

らそのせいかもしれないですけれども、両端でＡとＣにしました。ＪＩＣＡもＡ、Ｂ、Ｃがあって、Ｃのカ
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テゴリーが誤解されちゃうので、ＡとＣにした方がいいと思いまして、そんな表現をしました。 

 それから情報公開、これは１つふやしております。基本的には同じなんですけれども、ちょっと詳しく書

いたようになりますが、案件名ですね。それから、検討結果の明示、そして質の向上。そんなに大きくあり

ませんが、私の場合は、中間の検討結果の公開が必要だと思いましたので、それを１つ加えたんです。それ

が１つ目のポツです。「ジェトロは、案件形成調査の途中段階において、案件名およびその内容と、当該案

件が実施された場合の環境社会影響に関する中間の検討結果を案件ごとに明示する。」ということで、風通

しをよくした方がいいかなというのが私の考え方で、これを加えさせていただきました。 

 あとは、フォローアップのところで、ご提案の中では結果の公表ということは明確に書いてなかったので、

③のフォローアップですね。「その結果を公表することとする。」というのをつけ加えたのが私の案です。 

 あとは、十分見る時間がなくて詳しくはチェックできなかったんですが、おおむねこんなことかなと思い

ますが、もう少し時間をかけて検討させていただければありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

 ということで情報提供は終わりで、ご意見をいただきます。 

 岡崎委員、どうぞ。 

○岡崎委員 ジェトロの事務局から提示のあった案も原科先生の案も、私が１つ気になりましたのはスクリ

ーニングの意味ですけれども、ＪＩＣＡのガイドラインでもＪＢＩＣのガイドラインでも、目的があってス

クリーニングをするわけですね。すなわち、スクリーニングの結果によってその後の手続が異なるわけです、

カテゴリーによって。しかし、これはどちらを読んでも、カテゴリー分けはしますと、だけどカテゴリーに

応じたその後の流れというのが別々に書かれていないので、ここに書いてあるのはカテゴリーＡのことだけ

なんですということであれば、それはすっきりします。 

○原科委員長 カテゴリーＡという意味です。 

○岡崎委員 ですね。そしたらそれは、カテゴリーＣに関しては何もしないということであれば…。 

○原科委員長 ですから、スクリーニングの説明のところで、「２種類に分類する。」の後にもう１行入れて、

Ｃに関してはそれ以上の検討はしないと。それはおっしゃるとおりです。 

○岡崎委員 それからもう１点は、これは我々の間では、ジェトロとＪＢＩＣ、ＪＩＣＡは違うんだという

ことは常に議論に出てくるんですが、私は、ここに書いてある段階、枠組み、規模ということも、もちろん

違いの大きな点ですが、より本質的な違いは、ＪＩＣＡであれば、国際約束に基づいて行われる技術協力で

あり、開発調査であり、無償資金協力のための調査。ＪＢＩＣであれば、円借款であればこれも両国政府間

のＥＮに基づいて、ＪＢＩＣと相手国との間で融資契約が結ばれる。国際金融等業務であっても融資契約が

結ばれるという、言ってみれば法律的な枠組みがそれに伴うわけです。 

 しかしジェトロの場合は、制度はあくまでも税金を投入した制度であっても、この事業を担う者はだれか

というと、これは自発的な意思に基づく民間企業なんですね。ここは対象とする事業の性格を大きく異にす

る要因だと思いますので、必要があればワーディングを考えますけれども、見る人は、やっぱりＪＢＩＣ、
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ＪＩＣＡ、ジェトロと並び立てて見て、ガイドラインを見比べると思いますが、やはり業務の違い、それが

段階、枠組み、規模において差異があるんだということを、ここの第Ⅲ部に書くことが適当なのかどうかと

いう問題はありますけれども、私が申し上げたところは、対象業務の性格を決定的に異にする要因だと思い

ますので、どこかに文章化したいという気持ちがございます。 

 以上です。 

○原科委員長 「案件発掘段階にあることから」という後に、例えば事業主体は未定とか何か、そういうよ

うなことになりますかね。おっしゃるとおりですね。案件発掘段階はそういうことを含む場合が多いですか

ら。ただ、それは明確にしておかなきゃいけないですね。事業主体が決まっていて案件発掘と両方あります

から、この場合には、案件発掘段階にあって、なおかつ事業主体が未定とか、そういう表現、そんな感じで

しょうか。 

 ほかにご意見ございますか。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 今の点なのですけれども、これは以前も議論になったテーマの一つだと思うのですが、将来の

円借款に向けてジェトロの皆さんの案件形成の調査が行われるとすると、通常、民間の方も提案する場合に

は、次のフィージビリティスタディにつながるような案件がカテゴリーＡとなってくる場合がおそらく増え

てくると思います、特にインフラ案件は。その場合に、案件の実施主体がわからないとか未定ということは、

基本的には非常に少ないのではないか。 

 つまり、次のステップにかなり具体的に進むような案件形成であれば、どこかの国の公共事業省なりの道

路局ですとか鉄道局ですとか、そういったところと当然話し合いをするわけですから、そのあたりは前回議

論したとおり、やっぱりそこが未定ということを、余り強調すると、円借款を念頭に置いたということと、

ちょっと齟齬が出てくるのじゃないかと思った次第です。 

○原科委員長 「案件発掘段階にあることから、事業主体が未定な場合も多く」とか─多くないのですか。

「未定な場合もある」と言った方がいいでしょうか。 

○田中委員 それはもちろんある場合もあると思うのですが、余り未定だと……。 

○原科委員長 事業主体が必ずしも確定しているわけではないとか、そういった方がいいのかな。 

 どうぞ、産業技術部長。 

○清水産業技術部長 岡崎委員がおっしゃったように、事業主体が未定かどうかということではなく、むし

ろ国際約束であるとか、円借款要請に基づく案件ではないということを明確に書いた方がいいのではないか

と思いますが、いかがでございましょうか。 

○岡崎委員 私がさっき申し上げたことは、民間企業が提案した後はジェトロの検討を経て、相手国の意思

決定のプロセスに委ねられるわけで、民間企業のステータスはあくまでも自由意思に基づく提案者にすぎな

いわけです。ですから、法律的な枠組みをそこに課すべきではないと思います。そうとられるような文言に

してはいけないと思います。 



-27-

○原科委員長 提案段階だということがわかるように書いた方がいいのかな。 

○岡崎委員 はい。 

○原科委員長 では、それはちょっと工夫しましょう。清水部長、よろしくお願いします。うまく表現して

ください。 

 どうぞ、松本委員。 

○松本委員 今の意味がわからないので明らかにしたいんですけれども、今、岡崎委員がおっしゃった違い

というのが具体的にどういうところに反映するかというのは、もう少しかみ砕いてご説明いただけますか。 

○岡崎委員 ＪＢＩＣのガイドラインであれば、ＪＢＩＣのガイドラインに基づいて環境社会配慮を確認す

べき対象事業が当然あるわけですよね。その事業は、円借款であれば両国政府間の合意があって、交換公文

の交換に基づいて融資契約があって、その融資契約に基づく前の、融資前の環境社会配慮確認をするための

ガイドラインが存在する。そうすると、融資をした場合には、ガイドラインに基づいて、ＪＢＩＣが当然ガ

イドラインの内容を満たしていなければ、これはガイドライン違反のリスクを負うという立場にあるわけで

すね。 

 それはＪＩＣＡも恐らく同じで、ＪＩＣＡも国際約束に基づいて技術協力をやりますと、あるいは開発調

査をやりますと、それから無償資金協力のための調査を行います、これもバッググラウンドとしての両国政

府間の合意があって、それに基づいて調査が行われるわけです。その調査が十分なものであるかどうかとい

うことに関しては、やはりガイドラインに基づいて、ＪＩＣＡは、遵守しているかどうかというリスクを抱

える立場にあるわけですね。 

 私は、ジェトロの調査における民間企業の法的なオブリゲーションといいますか、ステータスといいます

か、私は、ジェトロの事業で調査活動を行う民間企業というのは、平たく言えば無責任というか、要はこう

いうことをやったらどうですかという提案者にすぎないわけですね。その提案した内容について第三者から、

ジェトロを通してであっても、ジェトロのガイドラインに則って適正な調査が行われていないじゃないかと

言われるような立場に置かれるようなことを想定すべきではないということを申し上げたいんです。 

○松本委員 私たちＮＧＯもよく助成金、補助金をもらって、国際約束がない状態で、発展途上国で調査、

ニーズアセスメント、プロジェクト提案というのをするんですけれども、我々提案者が求められているオブ

リゲーションは、補助金を出す側が出してくる条件なんですよね。 

 ですから、ジェトロはそれに沿って調査がなされたかどうかを確認する責任があり、請け負っている、あ

るいは提案をしている民間企業なり我々ＮＧＯなどがやらなきゃいけないのは、ジェトロ側が示した条件を

満たすような形でしっかりと提案を書いているかどうか。そうでないとお金をもらっている側としては、は

ねつけられてもしようがない。 

 ですから、そういう意味からいけばそういう違いはありますけれども、多分何度もここで出ていると思い

ますように、これはあくまでジェトロのガイドラインであって、ジェトロは審査の段階でこういうところを

見るべきであると、こういうところを企業に条件として出すべきであると、これはやってもいいことだと思
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うので、岡崎委員の今おっしゃっているところがよくわからなかったんです。 

○岡崎委員 今の松本委員の提案はおっしゃるとおりだと思います。要するに、ジェトロが資金交付をする

上で、資金交付に値する調査かどうか。例えば、同じ人が同じ時期に別なことをやっていたとか、そういう

ところから始まって、調査項目として掲げていながら、しかも現地に行っていながら、極めて中身の薄いよ

うな調査になっている、そういうレベルの差はあると思うんですが、それはジェトロは契約者として、被契

約者に対して中身を確認して、その調査内容が妥当なものかどうかということを確認した上で資金交付をす

ると、それはそうだと思います。 

 うまくご理解いただけないのかもしれないんですが、一方で、ＪＢＩＣやＪＩＣＡのガイドラインで、Ｊ

ＢＩＣとＪＩＣＡが拠り所としているガイドラインの考え方の対象というのは、あくまでも事業実施者が適

正に環境社会配慮をしているかどうかということを、ＪＢＩＣも確認するしＪＩＣＡも確認するわけですね。

そうすると、ジェトロがガイドラインをつくって環境社会配慮確認をする相手というのは民間企業になるわ

けですね。すなわち、ＪＢＩＣであれば途上国政府であったり民間企業であったりする。あるいはＪＩＣＡ

であればコンサルタント企業であったりする。それに相当する先が自発的な意思に基づく民間企業である。

そこは国際約束に基づいて行われる、あるいは融資契約に基づいて行われる事業実施者、作業実施者と、こ

ういう制度があって、こういうことをやったらどうかということを一提案者として提案してくる民間企業と、

私は同じものを要請するレベルではないんじゃないか、それから、要請する側の抱えるリスクも違うんじゃ

ないか、それをどう表現したらいいのかというのはまだ思案中なんですけれども、申し上げたいことはそう

いうことなんです。 

○原科委員長 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 私ども実施する立場からすると、この文言であれば、案件発掘形成にあるということで、具体

的にどういうことかということになると、要するに民間の発意に基づいて案件発掘をして、それはどこがＪ

ＩＣＡ、ＪＢＩＣと違うかというと、基本的には予算であり、実施機関であり、現地側の協力体制なんです

ね。この辺が根本的にＪＩＣＡ、ＪＢＩＣとジェトロの調査は違うんですね。 

 ですから、そういう予算規模も期間も、向こう側の協力態勢もない中で、ＪＩＣＡやＪＢＩＣと同じよう

な項目を調査実施者に押しつけるというのは、基本的にできないことを押しつけるようなことになってしま

う。そこが一番の懸念だと思うんです。 

 ですから、ここで段階、枠組み、規模と書いてあるのは、恐らくそういうことを言わんとしているんだろ

うと思うんですけれども、個人的には、具体的に言うとそういったことを書くことが違いをはっきりさせる

んじゃないかと思います。 

○原科委員長 さっきの田中委員のおっしゃったような状況であれば、意外とそういう支援も受けられると

いうことが多いんじゃないでしょうか。つまり、円借款につなげようというプランニングで進めている場合

もあるわけでしょう。だからそれは非公式だけれども。 

○岡崎委員 それはそうだと思います。まさに委員長がおっしゃったように、それはあくまで非公式ですよ
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ね。ですから、非公式なものをガイドラインの中にワーディング化するというのは、私は危険だと思います。 

○原科委員長 私はそれがよくわからないんです。プランニングというのはプランの中身を環境社会配慮し

たものにするための条件づくりで、プランというのはあくまでも決まる前ですよね。だからそれはそれでい

いんじゃないかと思うんですけれども、まさにストラテジックなレベルの話ですから。 

○高梨委員 だから、こっち側でつくる分についてはいいんですけれども、それを向こう側のプロジェクト、

プランとして認知させるプロセスが入っていないわけですね。 

○原科委員長 あくまで提案ですよ。提案の中身として、さっきみたいな発注側がこういうことを守るよう

にと、それを評価してと、そこまでで。だから、さっきの異議申し立て云々というのは、私も概念は合わな

いように思います。だけど、プランの中身がクオリティをちゃんと維持したかどうかのチェックはするとい

うことだと思うのですが。 

○高梨委員 ただもう一つ、先ほど田中委員が言われた実施機関の話について、我々現場からすると大体決

まっていることは決まっているんですね。道路だったら公共事業省なり、電力だったら電力省なり何なり。

ただ、我々ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣと違う大きな点は、当該の所管の官庁は、そういう面ではそれなりの協力は

してくれると思うんです。彼らもプロジェクトを進めたいと。 

 ただ問題は、環境社会配慮のデータというのは、往々にして当該機関が権限を持っていないところで扱わ

れているんですね。ですから、環境省があったり社会開発省かあったり。そうすると、例えば家屋のデータ

ですとか、環境のデータですとか、そういうものをもらうときに、コンサルタントが現場で一番苦労してい

る。これはＪＩＣＡでも実は問題なんですけれども、要するに所管のところからレターを出していただいて、

協力をしてくださいといってもらったところが、必ずしも協力するとは限らないんです。これは国際約束が

あった場合でも我々が一番苦労するところなんですね。ですから、それは国際約束があるから当然出せと言

っても、向こうは拒否する権限を持っていますから、それが最終的に…… 

○原科委員長 でも、それであればなおさら書かなければいけない。こういうのがなかったらなおさらやら

ないでしょう。これがあれば少しはやるインセンティブが生まれるけれども、こういうものがなかったらま

すますやらないですよ。 

○高梨委員 できないところにそれをやれと言っても……。 

○原科委員長 いやいや、そうであればこそ、今、国連欧州委員会のオーフス条約がありますね。あの条約

に今40カ国入っているのかな。ああいうところで環境情報の公開とか、アクセシビリティを高めようという

のがありまして、そういう動きがあるわけです。そういうのを考えると、やっぱりそういうディレクション

といいますか、そういう方向を示すためにはね。だから、これはあくまでそういうことを示して、これがな

ければ絶対だめだと言っているわけではないわけですから、ここにそういう要請が入っていないと根拠にな

らないでしょう。ジェトロにそういう要請をされているからぜひお願いしますという、アクセスを求めるこ

とはできますよね。なかったらそれすらできないですよ。ここに書かなかったら。 

○高梨委員 ただ、この議論の一番出発点は、ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣとの違いをどこかでうたわなきゃいけな
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いということだと思うんです。だからそれが…… 

○原科委員長 だから、その違いというのが、今おっしゃったように、ここに書くけれども、それはそんな

ぎちぎちのものではないということだと思います。ディレクション、方向としてこうだということで、それ

がリクワイアメントではないという感じではないでしょうか。 

○高梨委員 そうですね。ですから、今の文章のところを少し工夫するなりして。ポイントはそこだと思う

んです、違いをはっきりさせるということ。 

○原科委員長 むしろコンサルタントの皆さんがやるときの後押しなりをね。ブースターですか、そういう

感じになるんですね。 

○高梨委員 余り現実には後押しがないものですから。 

○原科委員長 いや、わからないですよ。ネットワークで、いろんな力で後押しを図っていけますよ。 

 さっきメキシコの話をしましたけれども、たまたまメキシコがどんなことをやっているか、ちょっと雑談

になりますが言いますけれども、メキシコのグアナファトというところに行ってきたんです。グアナファト

大学というのがありまして、グアナファトという町は、グアダラハラという観光地が有名ですが、そのそば

なんです。その東側のところで、そこも世界遺産の町なんです。メキシコで一番美しい町とか、確かに大変

美しいところだったんですけれども、そこのグアナファト大学が275年の歴史があるんです。びっくりしま

した。 

 そこの土木工学部ですが、創立60年の記念事業を行うので頼まれて基調講演で行ったんです。そうしたら、

そのときのタイトルが何と、土木学部なんだけれども、「土木及び環境」なんです。行ってみたら、その学

部の中に土木工学科と環境工学科が最近できたというんですね。それで、第１回の記念の国際会議の名前が

「土木及び環境工学」なんです。それはどうしてそうなってきたかというと、メキシコ政府がそういう方向

を出してきたわけでしょう。このようにいろんな力関係で方向が出てきますから、ジェトロだけで決めても

動かないんですけれども、ここで後押ししておくといろんな形で変化すると思います。そういうことが書い

てあれば、例えばこのメキシコのような国においては、環境情報を提供しますとなるでしょう。でもガイド

ラインに書いてなかったらやりにくいでしょう。これはそういう意味です。 

○高梨委員 ただ、現場では知らないということも往々にしてあって、環境省等に行っても…… 

○原科委員長 だから、これを書いておいてこれを見せれば。ジェトロはこうです、ＪＩＣＡはこうですと。 

 今のご意見、おっしゃることはわかりました。現場で非常に難しい面があるということ。その辺を工夫し

て表現しましょう。 

 どうぞ、松本委員。 

○松本委員 今の話は非常にわかりやすいんですが、これはジェトロの方にお願いですが、公募要項の今ま

での様式の中には、お持ちの方であれば25ページを開いていただければと思いますが、プロジェクトの実現

可能性の（４）にプロジェクトの支援意向というのを聞く欄があります。ここには、現状では相手国の政府

機関、関連団体、実施機関等の協力・支援について記述してくださいと書かれています。これは提案企業に
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もわかりやすいように、例えば環境社会配慮の調査が適切にできるかどうかを含めた支援の状況を、相手国

政府が支援してくれるかどうかという状況もここへ書いてもらうと、最初の審査の段階から、この事業はち

ゃんと当該の環境関係の役所の協力も得られるんだなということがわかりやすいので、そういうところに少

し書いてもらうことで効果はあるかなと思いました。 

○原科委員長 それは具体的にどの部分になりますか、今おっしゃったことは。 

○松本委員 これは公募要項なので。 

○原科委員長 今のガイドライン上の表現はどうなるかということ。それはこれからご提案ください、また

お考えいただいて。 

○清水産業技術部長 実態上は、審査する際にどれぐらい情報が手元にあるかという話だと思います。出来

るだけそういう情報を提案される企業の方には書いていただく、書けるように情報をとっていただくという

ことです。 

○原科委員長 こういうところにもし書ければ書いておくということですね。 

○清水産業技術部長 ガイドラインに書く話ではないのではないかと思いますけれども。 

○松本委員 もし、先ほど岡崎委員がおっしゃったような、これが企業の自発的な提案によるもの、国際約

束でないという特徴をガイドライン上に記述するのであれば、それとあわせて、したがって提案企業は提案

の段階から、所管する実施機関だけでなくて、環境を所管するような役所からの協力も得ていることが望ま

しいであるとか、何かそういう一言を加えないと、先ほど岡崎委員がおっしゃったようなことをもし書くの

であれば、抱き合わせで書くということで、私はどちらも書かないという手もあるかと思いますが、もし書

くということであれば、そういうのをあわせた方がいいと思います。 

○原科委員長 では、基本的な考え方の前提の部分ですが、私は「次の段階に進めるべきかを判断する情報

を与えるとともに」というのをつけ加えたんですが、この点はいかがでしょう。これは前提条件、考え方で

すが、そういうことで考えていいのか、あるいはそれは必要ないというか、これを決めたいと思います。 

 清水部長。 

○清水産業技術部長 全体として、特につけ加えていただいた文章がおかしい等と申し上げるつもりはない

のですが、環境社会配慮のファクターというのは、次の段階に進むかどうかを判断する情報の中の一つだと

思います。 

 そういう意味では、これはニュアンスの問題かもしれませんが、このままの表現では、予備的な環境社会

配慮調査によって進むか進まないかを判断する、ということが色濃く出過ぎているかなと思います。仮に直

すのであれば、「進めるべきか否かを判断か評価する一つの材料」とか、「一つの情報を提供するとともに」、

ぐらいの方が適当ではと感じます。「進めるべきかを評価する一つの材料を提供するとともに」といった表

現でしょうか。 

○原科委員長 今の表現修正、いかがでしょうか。「進めるべきかを評価する一つの情報を」、材料か。情報

でもいいですか。 
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○清水産業技術部長 「情報」だとアンカウンタブルなので、そこは……。どちらでも構わないと思います

が。 

○原科委員長 本当は「情報」という言葉を使いたいけれども、「材料」の方がいいか。どうですか。何か

ご意見ございますか。 

 では「材料」としましょうか。そのようにいたしましょう。 

 では、前提のところは、あと「委託調査であるため、以下の個別項目の適用については、委託先の意向も

踏まえ対応する。」という、これはどういたしましょうか。私は外しましたけれども、どうでしょうか。 

○清水産業技術部長 言わずもがなではありますが、一方で実態を考えるとこうなります。 

○原科委員長 わかっていますが、一々書くと強調し過ぎですからね。書かない方がいいかなと思って。 

 柳委員、どうぞ。 

○柳副委員長 それは委託元が意向として、そういうことをジェトロは考えなくてもいいということになれ

ば、これはほとんど適用されないことになる。例えば、案件形成調査のここの部分については考えなくても

いいですよという意向が働けば、このガイドライン自体の適用はないということをあえてここで断っている

わけですよね。そうであるとすれば、それは何のためにガイドラインをつくるのかということにかかわって

しまうので、これを書いておくというのは何か危惧を感じます。 

 それは経産省にもいろいろな考え方があって、これは要らないと考える担当者だっていないとは限らない

わけです。だから、そういう担当者が、これは要らないですよと言われたら、ジェトロとしてもこの項目が

ありますから外しますよという対応になってしまうと、これはちょっと困るなと、そういう危惧です。 

○岡崎委員 これはガイドラインを作る段階で経産省の了解もとって、そこでセットだと思います。じゃな

いと、まだ議論がありますけれども、場合によっては異議申し立てとかコンプライアンスのメカニズムを組

み込もうというものの中に、経産省の意向で変わり得ると取られかねない一文があるということになる。訴

え出る人に対して、それは全部経産省の意向なんです、意向って何ですかといったときに、外から見えない

ものをあらかじめ組み込む、これはガイドラインの評価を下げかねない一文だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○原科委員長 私もおっしゃるとおりで、どうでしょう、清水部長。 

○清水産業技術部長 ご指摘は重々理解いたします。仮にそうだとすると、もっと出来ることに限定して書

かざるを得なくなります。例えば情報公開のところも、今は、最終報告書の公開に関して、我々はある意味、

半歩踏み出して書いています。というのも、我々は契約書上は情報を出すなという縛りがあります。 

○原科委員長 だから、それは我々が経済産業省に対してむしろクレームをつけるべきだと思うんです。 

○清水産業技術部長 いや、私はそうではないと思っていて…… 

○原科委員長 そうでありますよ。 

○清水産業技術部長 委託調査というのはそういうものだと思います。 

○原科委員長 だからそういう発注の仕方はおかしいんですよ、国民の側に立てば。これは断固…… 
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○清水産業技術部長 経済産業省が情報公開をするということになるわけです、本来。彼らの著作物なので

すから。我々ジェトロの義務は報告書をお届けすることにあるわけで、それが契約なのです。 

○原科委員長 ああ、そういう意味でね。わかります。 

○清水産業技術部長 ですから、経済産業省が情報公開することは、経済産業省の責務でやるのですが、

我々ジェトロが情報公開をするには許可をとらないとできません。我々の著作物ではございませんので。そ

れをここに書いてしまうというのは、半歩踏み出しているのです。しかし、実態上ここまで現在も行ってい

ますので、ここまで書くこと自体は多分とがめられないだろうとして、書いた訳です。 

○原科委員長 代理行為ですね。 

○清水産業技術部長 ええ。ですから、これを書くこと自体も本当は踏み込み過ぎではあるわけです。 

 従って、それとの関係で申しますと、フォローアップのところは、その結果の公表は、書けないと思って

います。少なくとも我々は今全く公表を行っておりませんし、経済産業省がどう考えているかも分りません。 

○原科委員長 フォローアップを公表しなかったら、フォローアップの意味がないですよ。公表しない限り

フォローアップとして効果がない。 

○清水産業技術部長 経済産業省がフォローアップをやっているのであって、我々としては報告書を納めて

終わりです。我々が公表をしなくてはいけないオブリゲーションというのはどこにもないのです。 

○原科委員長 いやいや、基本的には経産省にしろ何にしろ国民の税金を使って行っていることですから、

事後のフォローアップをするということは国民が監視するということなんです。そういう機能を果たさない

ようなことだったらお金の使い方がおかしいですよ。これはおかしな話がどんどん出てきます。 

○清水産業技術部長 委員長、それは経産省のお話です。経産省が発表されればいいのであって…… 

○原科委員長 だから経産省に、我々はこういうガイドラインをつくります、これでよろしいでしょうかと

交渉していただきたいです。そうしないと機能しないじゃないですか。 

○清水産業技術部長 それは我々の責務ではありません。我々は契約の中でやれることしか出来ないという

のが、まさに受託事業の性格でございますので、これは私は書けないと思っています。 

○原科委員長 それは契約の仕方を変えてもらうしかないです。それでいいのかな。そういう格好でみんな

きているんですよ。だから今の問題は、国が民営化して民間に持っていって、そこで見えなくなっちゃうと

いう、国民にとっておかしなことがね。その基本的な仕組みを変えなきゃいけないはずですよね。それは個

別に対応していけば変わっていくんですよ。だから、それぞれのところで頑張っていただかないと永遠に変

わらないと思いますよ。 

○清水産業技術部長 それは我々の責務なのかと言われると違うと思っています。経済産業省が情報公開さ

れるのであれば、やられれば良いと思います。 

○原科委員長 策定委員会としては出したいと思います。 

○清水産業技術部長 少なくとも、ジェトロとしてそれを公開すべきであるというふうに申し上げる筋では

ないと考えます。 
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○原科委員長 どうぞ、田中委員。 

○田中委員 「委託調査であるため、以下の個別項目の適用については、委託元の意向も踏まえ対応する。」、

この２行はものすごく大きな言葉だと私も思います。今議論しているようなところは、ＪＩＣＡのガイドラ

イン改定委員会のときも、関係省庁のＯＤＡ担当課長もいろんな省庁の方が来られたところで合意形成をと

ったので、もちろん経産省の課長もおられました。 

 ですから、そういう形がこの会議にも、経産省の担当責任者のかたが来られていたこともあったと思うの

ですけれども、本当はそういう中で議論ができると、そのあたりはより解決していくのじゃないかと思いま

す。 

○原科委員長 そうですね。 

 では、今のこの文言、どうしましょう。２行を外すか外さないか。私としては外した案で提案したいと思

いますけれども、策定委員会としては。 

○柳副委員長 前提に置かれていることが問題なのだと思うのです。だから、前提ですから、書かれている

内容は確かに、一般常識的には委託契約というのはこういうものだと、それはわかります。だけどそれが前

提にあればね。だから意向というのも、だれの意向なのというと、大体は担当課長とかの意向になっちゃう

のですよ。別に経産省のトップがそのなことを言うわけじゃないのだから、そういう仕組みにはなっていな

いので、そうすると、たまたまそこに来た課長が、意向がこうでこう言っていますよといったら、それはや

めましょうという話になっちゃったら、それはちょっと問題ですよね、何のためのガイドラインか。 

 だから、ここに書くのじゃなくて、前提に書かないで、どこかほかのところに書いていただくということ

はできないのですか。 

○清水産業技術部長 最後は外して良いと思っています。言わずもがなの部分ではあります。前提の最初の

ところに、適用対象はこの受託事業であると明記されていることを考えれば、当然のことながら契約に縛ら

れるというのは暗黙の了解なわけですから、その中でやっていくということかとは思います。 

○原科委員長 どうぞ、田中委員。 

○田中委員 ＪＩＣＡの事業の中にも経産省からの委託の部分もあるのですが、その委託されているものも

すべてＪＩＣＡの環境社会配慮上ではガイドラインを適用していますので、そういう事例ももちろんあるわ

けですね。ですから、私自身はこの２行は入れない方が、このガイドラインという意味ではよろしいと個人

的には思います。 

○原科委員長 もう決めます。そういたしましょう。これは外すといたしましょう。十分議論した上で外す

ということにいたします。 

 では、基本方針にまいります。基本方針は、今のところでいきますと、先ほどの「案件発掘段階にあるこ

とから」の関係の記述をちょっと工夫したいと思います。これはなかなか難しいけれども、「その段階・枠

組み・規模」という以外の要素をどううまく表現するかですね。 

 それから、スクリーニングのところは、カテゴリーＡ・Ｃという表現をつけてよろしいでしょうか。 
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 どうぞ、満田委員。 

○満田委員 私は、カテゴリーＡ・Ｃと書かない方がむしろいいと思っています。 

 というのは、これを書いてしまうと、カテゴリーＡとなると、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡのガイドラインでは、

例えば大型の火力発電所、水力発電所などを必然的にイメージするわけなんですが、この場合、「影響があ

ると考えられるもの」というのは、実質上、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡではＡとＢを含むかなと考えているんです

ね。ですから、ここでカテゴリーＡとか書いてしまうと、Ｂ案件がどうなのかなというのが不安になってし

まうというところなので、影響があるもの、ないものという方がいいのではないかと思っています。 

○原科委員長 村山委員、どうぞ。 

○村山委員 スクリーニングについては前も意見を申し上げたんですが、私は、やはり案件発掘段階という

ことを考えると、ある、ないだけで本当に済むかというのをどうしても考えてしまうんですね。多分、影響

の有無はグレーゾーンで、あるかないかわからないというものも結構あるんじゃないかという気がするんで

す。 

 そういう意味で、ないと考えられるものについては適用しなくてもいいと思うんですが、それ以外につい

ては適用するという基本的な考え方の方がいいんじゃないかと思っているんです。そういう意味では、Ａ・

Ｃというよりは、影響がないと考えられるものを除いて、その他にはこの手続を適用するという、そういう

表現の方がいいのかなと思うんです。 

○原科委員長 Ａ・Ｃというのはやめちゃって。Ａ・Ｃという表現をしたのは、さっき岡崎委員がおっしゃ

ったように、次の手続があるだろうというような感じで入れてみたんですけれども、今のだと、むしろ影響

があると考えられるものと、明らかに影響がないとか、そういう差をはっきりさせましょうか、カテゴリー

の表現はやめちゃって。だから、対象事業を環境社会影響があると考えられるものと、明らかに影響がない

とか考えられるものの２種類に分類すると、後者についてはその後の検討は行わないと、そういうようにし

ましょうか。 

○高梨委員 私は村山先生が言われたのに賛成なんですけれども、最近、現場でのあれでいきますと、カテ

ゴリーＡというものについて、比較的前向きに取り上げていこうという姿勢が残念ながら弱くなってきてい

るんですね。従来は、ＪＩＣＡのガイドラインを検討したときには、カテゴリーＡでもいろんな対策を講じ

れば、必要はものはどんどんやったらどうかというのがあったと思うんですけれども、現実には、やはりＡ

となるとなかなか取り上げにくいというような雰囲気があって、これがジェトロの案件発掘段階からＡとい

う、そこまで言うと、せっかくやっているものが水を差されるようなことになって、むしろ村山先生が言わ

れたように、のぞきにこれを適用するぐらいの方が。 

 というのは、現実問題として、民間から出された資料をもとに、本当に影響があるかないかという判断が

どこまでできるのかなというのが、正直クエスチョンマークなんですね。そこは恐らく専門の方によって個

人の見解ということになってしまうと思うんですけれども、私どもは、頭で果たしてカテゴリー分けするの

が意味があるのかどうかという疑問が大分ありまして、むしろジェトロ調査の結果、これは影響がありそう
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だからしっかりやりなさいというふうな洗い出しで、次につなぐ提案をするというのが本来の趣旨であって、

頭で色をつけちゃうのはいかがかというふうに感じました。 

○原科委員長 スクリーニングという概念をここで適用しなくてもいいぐらいの感じでしょうか、今おっし

ゃったのは。 

○事務局（藤崎） これまでの議論ですと、振り返っていただければわかると思うんですけれども、基本的

にスクリーニングといっても、明らかに影響ないものは外すというためのスクリーニングだったはずなんで

すね。実際外したのは、エジプトでアーカイブ事業か何か、全く環境社会影響の考えられないようなもの、

それをとにかく外すということで、あとはすべてについて環境社会配慮をやるんだという基本的な姿勢だっ

たと思うんです。ですから、そういった意味では村山先生のおっしゃるとおりではないかと思います。 

○原科委員長 わかりました。今の件は大体合意があったと思います。「対象事業を環境社会影響があると

考えられるものと、明らかに影響がないと考えられるものの２種類に分類する。後者についてはその後の調

査を行わない。」でいいですね。 

○岡崎委員 これは日本語の問題になりますが、村山先生がおっしゃったとおり、明らかに影響がないもの

を除いて対象とするという方が日本語としてはいいんじゃないでしょうか。原科先生には申しわけないんで

すが。 

○原科委員長 わかりました。ではこれはそれでいいですね。 

 次は情報公開。どうでしょう。私は、途中段階で情報公開するというのを書きましたが、中間で検討結果

を公開する。これは清水部長、いかがでしょうか。 

○清水産業技術部長 先ほど原科先生も、「実態上時間も短いし難しい」、とおっしゃいましたが、私どもも

同様にこれは無理であろうと思っています。案件形成調査の採択後、採択案件と、今議論にあった環境社会

影響調査をやるかやらないかに関しては発表いたします。しかし、あとは３カ月、４カ月という中で調査を

行いますので、最終報告書を見ていただくということだと思います。それをきちんと公開していくというこ

とで、評価をしていただくということかと考えております。 

 実態上、途中の２カ月目で何か出そうと思ってもできません。ジェトロ調査では、環境社会影響の評価自

体を実施するわけではなくて、項目をピックアップしていくわけでございますので、途中段階でチェックす

る意味というのはそれほど大きくないのではないかと考える次第でございます。 

○原科委員長 今の件はいかがでしょう。 

 神崎委員、どうぞ。 

○神崎委員 ちょっと疑問なのは、明らかに影響がないというふうに分類を当初されていたものが、調査を

二、三カ月進めているうちに、実は影響があるかもしれない可能性が出てきたという場合には、中間報告あ

たりで何かしら見直しみたいなものが必要になってこないかなというのが懸念です。 

○原科委員長 見直しした場合にはそれを公表すると、そんな感じですかね。 

○清水産業技術部長 具体的にどういうイメージでいらっしゃるかということですが、私どもがそもそも明
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らかに影響がないであろうと考えるものは、先般申し上げましたように、例えば人材育成計画を策定するよ

うなペーパーワークであるとか、先ほど事務局から話があったように、アーカイブをつくってサーバーの中

にデータを入れるといったような案件ですので、途中までやって見直すような場合が想定できないのではな

いかと考えています。 

○神崎委員 それは絶対にそういうものはないというのであれば、心配ないので大丈夫ですが。 

○原科委員長 明らかに影響ないというものは相当限定的だと。 

○清水産業技術部長 と思います。 

○原科委員長 ＮＥＰＡの除外リストみたいな、ＮＥＰＡの場合と同じような考え方だということで理解い

たしました。よろしいでしょうか。 

 では満田委員、どうぞ。 

○満田委員 案件形成調査の採択後という２ポツのところなんですが、細かいようなんですが、実は私は、

案件形成の採択後、例えば案件名だけではなくて、提案されている事業の概要ですね。具体的に何かの火力

発電所を提案されているような場合に、こういう規模のこういう火力発電所をこういう地域に建設すること

を提案しているんだという事業概要がわかるようなものがあると、外部からは、仮に何かあったときに情報

提供なり意見が言いやすいと考えるので、そこを加えていただければと思っています。 

○原科委員長 今の件はどうでしょう。案件、名称とともに概要もというのは。 

○清水産業技術部長 名称で相当程度、国と場所とどんな案件かがわかるような形になっていると思います

ので、それ以上どんな情報を示すのかというお話かと思います。私どもは今の形で十分ではないかと考えて

います。 

○原科委員長 しかし、名称の表現によってはうまく出ない場合もあるから、書いた方がいいんじゃないで

しょうか。 

○清水産業技術部長 最終的に報告書がオープンになるわけです。それまでの過程では、皆さんいろいろな

アイデアを出される訳ですから、今の形で対応できればと考えているところでございます。 

○原科委員長 では名称だけでいいだろうと。 

○清水産業技術部長 ええ。 

○原科委員長 どうでしょうか、今のはそれでよろしいですか。名称はいろいろなつけ方があるので、必ず

しもそろわないかもしれないから心配になったので、今の要素だけは明記して頂くのは。 

 はい、どうぞ。 

○満田委員 そうですね。名称からかなりのことがわかるという場合もあるんですが、場合によってはかな

り漠然とした、ちょっと具体例が思い浮かばないんですが、セクター的なことをうかがわせるような名称し

かつけていない、これはジェトロに限らず、ＪＢＩＣもＪＩＣＡも、名称だけでは何ともわからないような

案件が時々見受けられますので、何かもう数行、せめて立地場所、計画されている予定地なり規模なりがわ

かるような情報があると、外から見たときによりわかりやすいと思われます。 
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○原科委員長 中身がわかるような形で、そこまではいいんでしょう。内容がわかるようにすることという

スペックをつければいい。 

○清水産業技術部長 名称のつけ方を、契約を結ぶ段階でもう少し分りやすくしていくということかとは思

いますが、そこはご指摘を踏まえて考えてみます。 

○原科委員長 ただ、名称が長過ぎると、後のいろんな情報ハンドルが面倒くさいから、やっぱりコンパク

トになると思います。だから、むしろ名称及びその概要で、概要とはこういうことだというのがわかるよう

にしておけばいいんじゃないですか。 

○清水産業技術部長 ご指摘のように対応できるか考えてみます。 

○原科委員長 むしろここで概要という趣旨がわかるようにした方がいいと思いますね。 

 それでは、あとはフォローアップですね。 

 どうぞ。 

○高梨委員 その前に、情報公開の１ポツのところの後段なんですけれども、私どもイメージがちょっとわ

かないんですが、「当該案件が最終的に実施された場合の環境社会影響に関する検討結果を案件ごとに明示

する。」とあるんですけれども、この検討結果というのは、だれが検討した結果なんですか。 

○清水産業技術部長 これは①のスクリーニング結果です。 

○高梨委員 ジェトロの方で。 

○清水産業技術部長 いえ、つまり環境社会影響のある、なしをオープンにするということです。 

○高梨委員 ある、なしということだけで。 

○清水産業技術部長 はい。 

○原科委員長 スクリーニング結果ということですね。 

○清水産業技術部長 そういうことです。 

○原科委員長 「環境社会影響に関するスクリーニング結果」と書いた方がいいですか。その方がわかりや

すい。 

○清水産業技術部長 そうですね。その方がわかりやすいと思います。 

○高梨委員 実際にまだ調査をしていない段階でスクリーニング結果を…… 

○清水産業技術部長 おっしゃるとおりです。 

○原科委員長 では直しましょう。 

 それから、フォローアップのところは、「その結果を公表することとする。」というのは難しいですか。 

○清水産業技術部長 これは私は無理だと思います。 

○松本委員 フォローアップではなくて、情報公開のところでちょっと。 

○原科委員長 ではどうぞ。 

○松本委員 先ほど清水部長から、公開自体が経産省の仕様書を超えているという話がありましたが、とは

いえ和文だけというのが私にはよくわからなくて、なぜ英文が公開されないのか。私などのように海外の団
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体とやっていると、こういう調査結果が出たということを現地のグループとかと共有するときに、和文しか

ないというのは非常に共有がしにくいんですが、これは英文で出せない何か理由というのは、特にはありま

すか。 

○清水産業技術部長 テクニカルに出せない理由はありません、日英とも正本でございますので。要は私ど

もがボランタリーにジェトロのサーバーのメモリを使い、ジェトロの図書館のスペースを使うということを

どこまでやるかという話です。今はある意味、ジェトロのヘッドクオーターには黙って勝手に資産を使って

いるわけです。本来、受託調査であれば、それは別のサーバーを契約し、別の場所に収納するというのが本

筋かと思います。もちろん、本来は経産省がやるべきものだと私どもは思いますが……。 

○松本委員 ただ、それにしても、その中で和文だけやっているというのは、つまり日本の国民、市民に対

してのある程度の責任からという意味なんでしょうか。 

○清水産業技術部長 そうです。実際にごらんに来る方もいらっしゃるだろうということを想定して、こう

いう形でやらせていただいています。 

○松本委員 つまり、例えば事業をよくするという視点からいくと、実は英語で公開されていた方が、ステ

ークホルダーの人たちもふえますから、実際にはプラスの効果というのは考えられるし、国際機関などから

見れば、日本の機関が日本語でしか情報を出さないと非常に狭い範囲にとどまってしまいますから、英語で

出した方がいいですが、しかしこの中に結構企業的、秘密とは言いませんが、日本語で出しておいた方が日

本企業の利益が守れるなんていう考えがあると、英文では余り外に出したくないでしょうし、そういう意味

でいくと、英文で出さない理由というのは特にないということですね。 

○清水産業技術部長 はい。 

○原科委員長 でも、もし企業の方だったら、和文だって、それは探そうと思う人は一生懸命調べます。 

○松本委員 少なくともホームページで公開するのが概要であるとするならば、私は日英、そしてライブラ

リーも日英というふうにお願いをしたいところなんですが。 

○原科委員長 それはそうですね。それはぜひお願いします。概要ならそんなにボリュームないでしょう。 

○清水産業技術部長 手間もかかりますし、更新情報をアップするのでも１件1,000円かかるわけです。こ

んな細かい話はここでしたくはありませんが。 

○原科委員長 こういうことにお金を使うなら、国民は文句は言わないと思いますよ。 

○清水産業技術部長 逆に言えば、情報公開の費用を請求するというやり方をとり、報告書を納入した後、

ジェトロで情報公開をやることを認めてくださるのであれば、それは出来ない話ではないと思います。しか

し、サーバーを契約し、その管理をするというところまで行うと、200万円規模かかると思います。そこま

でやるのかというお話かと思います。 

○松本委員 それは本文を載せる場合ですよね。 

○清水産業技術部長 本文を載せます。 

○原科委員長 だって、概要とおっしゃいましたよ。 
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○清水産業技術部長 いずれにしても、そうやって拡大するのであれば、これは委託事業を独立させるとい

う手続をとって、予算を取るということだと思います。要するにずっと黙ってジェトロのサーバーを使い続

けるのか、ジェトロの図書館を使い続けるのか、という話になってくると思います。 

○岡崎委員 松本委員のご指摘は、どこかに行けば英文の報告書を見ることができるということがわかるよ

うにすることで対応できると思います。ですから、それは別にホームページ上の公開でなくてもここへ行け

ば現物を見られる、場合によってはコピーがとれるということを手当てすれば、ワールドワイドに瞬時とい

うところは難しいかもしれませんけれども、少なくともアクセスすることは可能なので、英文も作っておら

れるのであれば、それを公開することに抵抗する理由はないと思います。 

○清水産業技術部長 ありません。要は、どこまで我々がコストをかけて、どこまで手間をかけるかという

話だと思います。 

○原科委員長 そしたら、それは和文及び英文という表現をした方がいいですね、特にジェトロは国際機関

ですから。 

 どうぞ、田中委員。 

○田中委員 我々の場合も、基本的にはサマリーのところだけ和文にして、あとは全部英文で情報公開して

います。なぜかといいますと、和文と英文のサマリーを並べたときに、必ずしも中身が一致していないとい

うケースもあるんですね。和文の方はこう書いているのに、何で英文はそうなるんだとか。ですからそのあ

たりは、情報公開の透明性を高めるためには、少なくとも要約編ですか、そこだけは和文と英文は一緒にホ

ームページ上にアップしておく方が、これは絶対いいと思いますし、先ほどからご議論になっていますよう

に、本編を見たいという場合は、こちらに来てごらんくださいとしておけば、よろしいかと思うんです。 

○原科委員長 では、そういうようなことがわかるようにこれを直しましょうか。ホームページでは概要と。 

 どうぞ。 

○満田委員 それにあわせて、ここは基本方針の部分なので、Ｗｅｂにとかそういう細かいことはあえて書

いていないと思うので、要は、概要だけではなくて本文もと言おうと思ったんですが、両方書いてあるので

撤回します。 

○原科委員長 「和文及び英文による」ということを加えればいいのかな。そんなことですかね。 

○清水産業技術部長 和文最終報告書と英文概要ですか、和文・英文概要ですか。 

○原科委員長 両方でしょう。 

○満田委員 はい、両方です。 

○清水産業技術部長 最終報告書はよろしいですね。 

○満田委員 はい、最終報告書の本文と概要がどこかに行けば見られるということを書いていただきたいと

言おうと思ったんですが、よく見たら書いてあったので、結構でございます。 

○原科委員長 ただ、和文・英文というのは必要なんでしょう。 

○満田委員 はい。 
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○清水産業技術部長 英文の最終報告書を我々は出すつもりはないですが、概要程度であれば、黙って載せ

ることは可能と思いますが。 

○松本委員 ホームページの話ですね。 

○清水産業技術部長 はい、ホームページの話です。 

○松本委員 ここはまだメディアの話はしていないですよね。 

○清水産業技術部長 英文の最終報告書もオープンにしろとおっしゃっているのですか。 

○松本委員 基本方針のところはメディアまでは、つまり方法までは書いていないので、ここでは英文・和

文の最終報告書と概要が原則として公開されると。公開の仕方は変わってくるかと思うんですね。例えば概

要だけが英文・和文がホームページで、本文は両方ともジェトロライブラリーと国会図書館になるか、英文

についてはもっと別な扱いなのかというのは、それはまた中で議論することかなと思っているんですが、こ

こは基本方針なので、基本的に英文も和文も最終報告書と概要は原則公開ということでいいかどうかだと思

います、ここでの議論は。 

○原科委員長 この分はね。 

○松本委員 はい。 

○原科委員長 だから、どういうメディアでかは別な話です。基本方針は和文・英文両方で出すということ

ですね。 

○清水産業技術部長 ここは最終的に出来るか否かは、予算要求が通るかどうかということになってくると

思います。 

○原科委員長 基本方針だから、そういう考え方でやりますと。やっぱり国際ということだから英文がない

とちょっとね。それは政府の方針とも合わないんじゃないかな。英文で出しておかないと。 

○清水産業技術部長 ちなみに、委託契約が切れたら、我々は公開はなしということになります。予算はあ

りませんし、一気に撤去して処分をするということを考えております。 

 我々は、少なくとも契約期間と契約が切れてから１年間は保存する義務がありますが、それが切れたら、

我々には保存する義務はありません。ホームページからも削除するということになりますので、本来は経済

産業省が……。 

○原科委員長 経済産業省には納めるわけですよね。行政情報になれば当然公開になるんです。嫌でも。 

○清水産業技術部長 経済産業省が本来は公開すべきであり、彼らの図書館、彼らのホームページに本来載

るべきものです。 

○原科委員長 行政情報は情報公開法の対象だから情報公開になるんですよ。ただ、情報提供として一々情

報公開手続をとらなくても、行政の側から提供するということが大事なんです。 

○清水産業技術部長 ですから、我々もまさにそういう考えでやっているわけです。 

○松本委員 こう本文にも書く一方で、やっぱり経済産業省には経済産業省としてちゃんと公開しなさいと

いうことは、あわせて提言する必要はあると思います。 
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○原科委員長 情報自由法の発想でやってくださいと。アメリカのＦОＩＡ、Freedom of Information Act、

あの考え方ですよ。ＦОＩＡの発想で。日本の情報公開法は手続しないと出してくれないけれども、あれも

おかしい。１回公開したものは自動的に、行政側からどんどん出していくのが本来のあり方ですよ。だから

それをやりなさいということです。 

 それではいいですね。今の現場の大変なこともわかりましたので、策定委員会としてはそういう要求を出

すけれども、その先はどうなるか、なかなか難しいところもあるかもしれないということだと思います。よ

ろしいですか。 

 では、今の件は策定委員会報告としてはそういう書き方をいたします。 

○清水産業技術部長 また確認で恐縮ですけれども、策定委員会報告とジェトロのガイドラインの差ですけ

れども、先般も私から申し上げましたが、本来は出来ること、出来ないことを明確にした上で、ジェトロの

ガイドラインをオーソライズしていただくのが筋だと思います。つまり、この委員会報告で書いたけれども、

実はこの部分は出来ませんでした、行いませんでしたということになると、我々としても本意ではありませ

ん。出来ることを書くべきだと考えます。その差の部分をどういう形で世の中に対して示すのかというお話

かと思います。 

○原科委員長 その意味では、和文・英文最終報告書の公表はできるんでしょう。 

○清水産業技術部長 予算がつけばですね。 

○原科委員長 だから、基本方針だから、それは書いていいと思いますよ、このことは。お金だけの問題で

あれば。公表しちゃいけないという話ではない。 

○清水産業技術部長 しかし、先ほど岡崎委員がおっしゃったように、コンプライアンスの話ではないです

が、ジェトロはここまで書いたのに実施しなかったと問われても、我々は困ります。 

○原科委員長 それは、お金がなかったらしようがない。 

○清水産業技術部長 そこまで割り切っていただけるなら、我々としては極めて……。 

○松本委員 これはたしか前回、こうした方式で物事を決めていく、政策なりいろいろな手続を決めていく

ことが最近ふえてきている中でという議論をたしか岡崎委員がされたと思いますし、私も全くそのとおりだ

と思っていて、ここで出すのはあくまで、我々いろいろな知見を持ち寄ってあるべきガイドラインを提示す

ると。しかし、全く夢物語を提示してもしようがないので、ジェトロ側と現実をぎりぎりやりながら、それ

でも我々としては、あるいは委員会としては、ここまではできるんじゃないかということは提示すると。し

かし、ジェトロ側としては、それでも差があってしかるべきだと思うんですね。ジェトロ側の内部の事情と

してはこれはできないと。 

 次のステップには、私は当然パブリックコンサルテーションというか、パブリックコメントを求める段階

が来ると思いますし、そのパブリックコメントは、ここにいる委員とはまた違う知見や経験や、あるいは見

方をする方々がいらっしゃいますから、それに対してでもやりとりをしながら、最終の案というのがつくら

れていくんだと思います。そういう意味からいきますと、ここで提示するものイコール、ガイドラインの案



-43-

になるとかということではないと。私はガイドライン案ではないということでいいと思っています。ただし、

それは夢物語ではなく、こうやって議論しながら、その結果として出てきた提案であると。 

○原科委員長 いろんな条件がそろえば十分可能だという範囲ですね。だから、予算が確保できればできま

すよというんだったら、それは書いておくということでしょうね。 

○岡崎委員 その点は、最終的にはジェトロの説明責任に委ねられるわけですね。要するに委員会がここま

で提言していながら、ジェトロとしては、組織の機関決定としてそれを採用しなかったということに関して

は、その差については世の中から問われるわけですから、そこはジェトロがなぜそれを採用しなかったのか

ということを説明する。 

 それから、パブリックコンサルテーションも、実際問題として出てきた意見を全部取り入れるなんてこと

はあり得ないわけですよね。しかし、なぜそれを取り入れなかったのかということに関しては、ジェトロは

常に説明責任を負うということになると思います。 

○原科委員長 おっしゃるとおりですね。 

 どうぞ、田中委員。 

○田中委員 ＪＩＣＡのガイドラインの改定委員会のとき、19回開かれた中で関係者がかなり激論したのは、

できる、できないで議論したわけですね。できないところがあるのであれば、こういう委員会で、できない

という点を話をした上で、改定委員会の提言というのが結局最終的にできました。その提言を受けてＪＩＣ

Ａがガイドラインをつくったわけですけれども、これはほぼ提言どおりに入ったんですね。これはできませ

んというのはまずほとんどなかったです。 

 つまり、それぐらいの議論をこの場でしておかなきゃいけないと思うのです。その場合に経産省の方も、

きょうはお越しになられていませんけれども、ご参加になって、そこはできる、できないで、ぎりぎりやる

のが本来、こういった委員会での本当の議論になるんじゃないかと思います。 

 この策定委員会で議論したことと乖離があるような結果が出てくるようだと、これは先ほど松本さんがお

っしゃったように、パブリックコンサルテーションに入ったときに、なぜそんなに乖離があるんですかとい

う話になってきますと、非常によくないと思った次第です。 

○原科委員長 そうしますと、情報公開に関しては、和文及び英文の最終報告書とその概要を原則として公

開するという表現でいきましょうか。 

 フォローアップ。フォローアップは公表できないということでしたけれども、 

○松本委員 確認させていただきたいのは、仕様書上は同じ書きぶりですよね、最終報告書とフォローアッ

プの報告書は。報告書としては経済産業省に納め、経済産業省としては一般に閲覧させるというところに含

まれていると思いますので。ただ、先ほどから清水部長がおっしゃるように、これはジェトロとしてサービ

スというか、付加的なサービスとしてやっていると。つまり、ある意味では経産省がいいと言えばできるも

のではあるけれども、しかし人的な問題とか、かかるコストとかを考えると、最終報告書はやるけれどもフ

ォローアップまではやりませんよと、そういうことだというふうに理解してよろしいですか。 
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○清水産業技術部長 フォローアップ調査の目的が、経済産業省の制度を見直すためということであれば、

むしろ経済産業省がオープンにする、しないということを判断されるお話だと思います。従って、ジェトロ

が一方的にこれを公表しますとは言えないと考えます。 

 一方で、調査報告書の方は、もともとの目的から考えれば、皆さんの目にさらしていくものでしょうから、

我々もこれまでも実際に公開していますし、こうした形で実施していけるのではないかと考えます。 

○原科委員長 どうぞ、満田委員。 

○満田委員 おっしゃるとおりだとは思うんですが、フォローアップ調査の目的というのが、よりよい制度

設計にあることもさることながら、このジェトロの案件形成調査が、案件のライフサイクルの非常に初期に

段階にあるというのはずっと議論していたことで、私たちの関心としては、それが一体どういうことになる

のかというのは非常に気になるところなんですね。 

 それは私たちのみならず、ほかのステークホルダーも同じことだと思いますので、私としては、フォロー

アップ調査については、経済産業省がだめだと言わない限りは公開していっていただきたいと考えています。 

○原科委員長 私も、ジェトロは調査を行う際にはと書いてあるので、ジェトロが行うんでしょう。 

○清水産業技術部長 そうです。受託調査の中にありますから。 

○原科委員長 だから、それが公開できないという意味がわからない。それは余りにも変ですね。予算の執

行がどうだったかというチェックをするんだから大事なことで、それを公表しないと経産省が言うとしたら

おかしな話ですね。 

○清水産業技術部長 経産省は公表を求められれば当然公表すると思います。しかし、我々ジェトロが公表

する義務があるのかと言われれば、そうではないと申し上げているのです。 

○原科委員長 どうぞ、高梨委員。 

○高梨委員 私の記憶では、ジェトロのフォローアップというのは、ねらいは、要するに案件を実現させる、

成約に持っていくための、その後どうなったんですかと。要するに調査した後、本当にうまく転がっている

んですか、どうですかと。民間企業にそれを聞いて、必要なら現地にも行くということで、実は環境社会配

慮面というのは従来余り、実際できなかったということもあったので、本来のフォローアップというのは、

むしろプロモーションのために一番考えたと思うんです。 

 ただ、ご案内のとおり、ここはジェトロに委託調査がつかない限り、例えばこう書いてあっても、予算的

措置がなくなればできなくなると思うんです。 

○原科委員長 行う際にはと書いてあるので、おっしゃるとおりです。行う際にはだから、その場合は公表

しておかしくないと思うんです。調査しておいて公表しないというのはおかしいでしょう。 

○清水産業技術部長 ジェトロが公表するのかということを私は先程から申し上げているのです。 

○原科委員長 経産省が公表するのとあわせてやればいいじゃないですか。 

○清水産業技術部長 経産省がされればいいと考えます。 

○原科委員長 この辺はどうですか。じゃ、やらなくていいですね。今おっしゃるように、ジェトロはやら
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ないで経産省が公表すると。 

 どうぞ。 

○宮崎委員 経産省との契約がどういうふうになっているのか、またこれからどうなるのかわかりませんけ

れども、今、高梨委員のおっしゃったように、フォローアップ調査というのは、私も、ここでジェトロが採

択したものが今どういう段階にあって、これからどういう可能性があるのかというところぐらいまでという

のをみんな知りたいわけですから、そういう意味からいうと、ここで可能な限り把握に努めて、ここからが

難しいところなんですが、経産省の了解が得られればということになってしまうのかもしれませんが、やっ

ぱり公表ということはある程度したほうが 

よいと思います。 

○原科委員長 「公表に努める」でもいいですよね。 

○宮崎委員 ええ。だからそういう意味で、結果をある程度公表に努めるとか……。 

○清水産業技術部長 ジェトロに聞かれても答えられません。 

○宮崎委員 答えられないわけですか。 

○清水産業技術部長 ええ。報告書を納入して終わりでございます。中身に関して我々が答える義務もない

し、権利もないわけです。 

○宮崎委員 納入してというのは、フォローアップ調査をやった結果、報告書を納入しましたと。その結果

については私どもはできませんので経済産業省に聞いてくださいと、こういうことでいいわけですか。 

○清水産業技術部長 そういうことです。 

○宮崎委員 それがはっきりしているのであれば、ここで確かに「その結果を公表することにする」とジェ

トロで書いてもできなくなってしまうわけですね。ですから、そこのところがちょっと悩ましいところなん

でしょうけれども、「把握に努めることとする」とか。 

○原科委員長 そこで切るしかないのかな。 

 では、これは一応原案にしておきましょう。また新しい情報があったら。 

○宮崎委員 もし聞きたいという人があったら、どうぞ経済産業省に聞いてくださいと。 

○原科委員長 「なお、公表は経済産業省が行う」とか。 

○宮崎委員 その状況の公表は経済産業省にお願いするとか。 

○原科委員長 委託先の意向を踏まえて。 

○宮崎委員 そういうことになっているのだとすれば、こちらの方のガイドラインに「公表する」と書いて

おいてもできないわけですね。 

○原科委員長 だから、経済産業省が公表してくれるものと期待すると。 

○宮崎委員 経済産業省がいいと言えばいいのですが、「可能な限り公表に努める。その結果については…

…」。 

○原科委員長 原発の問題でいっぱい出てきたでしょう。あれを見ると経産省はちゃんとやっているのか心
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配になってきちゃったんですね。 

○宮崎委員 確かにそうです。言いたいことは言うでしょうけれども、隠したいことは隠すと。隠すと言っ

ては語弊がありますが、要するに積極的には情報公開しないかもしれないんですよね。だから、そこは心配

ではあるのですけれども。 

○原科委員長 社会保険庁も問題がいっぱいあるでしょう。情報公開はおくれていますよ。問題がいっぱい

ある。 

○宮崎委員 今の状態ではできない、このままではできないとすれば、経済産業省と折衝してみて、いいで

すよということになれば別ですけどね。 

○原科委員長 書いておかないと、何のための調査をやったかわからなくなっちゃうな。 

 どうぞ。 

○松本委員 今の公開と直接関係ないのかもしれませんが、この仕様書を読むと、アンケート調査をして、

それから有望案件に関する追加調査、セミナーの開催、どのような取り組み方法が案件の進捗に効果をもた

らしているかという評価・分析、これらが報告書に書かれ、それをもとに、外部有識者で構成される評価フ

ォローアップ委員会が開催されるとあります。ただし、このフォローアップ委員会は、特に報告書の中身と

直接はリンクしていないと思うんです。そういう意味からいくと、このジェトロの案件形成調査がどのよう

に次の案件につながるのかというのは、調査報告書プラス、フォローアップ委員会の議論全体を見ることに

よってわかると思います。その意味では、ジェトロにこのフォローアップ調査の報告書だけを公開するよう

に求めるというよりは、むしろこれは経済産業省として、全体としてこの案件形成調査はどういうふうに案

件形成に結びつくのかと…… 

○原科委員長 委員会報告書をつくりましょう、経済産業省に対する情報公開で。 

○松本委員 これはかなりしっかりと経済産業省に明らかにしてもらわなきゃいけない部分だと思うんです

ね。 

○原科委員長 そういたしましょう。 

 それからもう一つは、行政情報は情報公開法の対象になるんだから、それを納める側が公開したって別に

構わないと思いますけどね。まさに行政の活動を民間で頑張ってもらうという考え方にぴったり合うんでね。

その契約の仕方がおかしいです。 

○清水産業技術部長 著作権者は経済産業省ですから、経済産業省に納める前に公開することはできません。 

○原科委員長 でも、今の場合はプライベートカンパニーの場合とは違うんだから、パブリックなんだから。 

○清水産業技術部長 経済産業省に納める前に公開はできません。納めた後、彼らが公開してくれと依頼し

てくれば、それは我々は予算をもらって公開することはできると思います。通常の委託契約では皆同じだと

思います。 

○原科委員長 その発想がおかしい。 

○清水産業技術部長 いや、そんなことはないと思います。 
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○原科委員長 情報公開法では、非公開が可能な情報は６項目ありますが、それは非常に限定的なんです。

基本は原則公開なんだから、明らかに…… 

○清水産業技術部長 委託先が公開するのはおかしいと私は申し上げているのです。委託元、つまり経済産

業省は公開しなくてはいけませんが。 

○原科委員長 できた後だったら公開したって構わないですね。まさに代行して、公共の仕事をほかでやっ

てもらうんだから、行政改革に全く合う、非常に正しい道だと私は思いますよ。だって、行政情報を公開す

るのに費用がかかると言っているんだから、それをジェトロがやってくれれば助かるじゃないか。それは

我々委員会も経済産業省に対するリクエストは求めましょう、さっきのご提案のように。 

○松本委員 あと、フォローアップを、地球だけじゃなくて、民活、それから石油についてもしっかりとフ

ォローアップするべきだということを含めて、経済産業省に対しては意見を言った方がいいと思います。 

○原科委員長 それは委員会として出しましょう、ジェトロというよりも。だから、この部分ではあえて書

かないでもいいかもしれない。 

 時間が少し超過しましたが、きょうはこれでとめます、10分もオーバーしましたので。 

 それで、次回の日程は決まっておりますけれども……。 

 どうぞ。 

○田中委員 その次の２ポツの案件形成調査の手続のところなのですけれども、所定のスクリーニング様式

を用いというのがあるのですが、これは私の理解では、ＪＩＣＡがつくっているガイドラインのところにス

クリーニング様式がありまして、ＯＤＡの案件の最初の入り口でスクリーニングする項目で、どんなセクタ

ーでやりますか、それからどんな環境影響がありますかというような項目がずっと入った、いわゆるカテゴ

リー分けをするためにどうしても必要なことで、やっているものなんですね。 

 私の理解は、こういったものを提案企業が見ながら書いたもので、最初の段階ですのでここはよくわから

ないということも書いてくると思うんです。私はそれはそれで、カテゴリー分けするのに非常に役に立つわ

けですからいいと思うのですが。ＯＤＡでやるスクリーニングフォーマットを準用しながらやるという認識

でよろしいかどうか、ジェトロの皆さんにそこだけ確認させていただこうと思ったのですが。 

○清水産業技術部長 前回の委員会でお示ししたスクリーニングフォーマットでございます。ＪＩＣＡのフ

ォーマットをベースに直させていただいたフォーマットです。 

○松本委員 ＪＩＣＡのをもとにですね。 

○清水産業技術部長 そうです。ですから、幾つかの項目が落ちていることについては、田中委員からもご

指摘をいただきました。 

○原科委員長 フォーマットは報告書の中につきますね。だからそこで参照できると思います。よろしいで

すか。 

○松本委員 わかりました。 

○原科委員長 それでは、きょうはここまでにいたします。 



-48-

 それで、この続きの議論を次回行いたいという気持ちもありますけれども、もう一つの第Ⅱ部の方の成果

がそろそろ出てきたようなので、次回はそれを優先して、この議論の続きはその後にしましょうか。そうし

ないと第Ⅱ部が遅れてしまう。 

 この案の後半の部分は、私もまだ十分手を入れる時間がなかったので、少し新しい提案、きょうの議論を

踏まえて直したものを、次々回にはそうして用意したものを議論したいと思います。それでよろしいでしょ

うか。 

 次回は31日ですね。 

○事務局（植田） 31日、火曜日の２時からでございます。既にご案内しておりますけれども、よろしくお

願いいたします。 

○原科委員長 議題はＣＳＲの方ですね。第Ⅱ部の方を行いましょう。 

 そして、第Ⅰ部、第Ⅲ部はそれぞれその間に直しておいて、また次の次の会で議論していくと、そんな進

め方をいたします。 

 それで、次の次の会の日程も今決めた方がよろしいと思いますので、事務局からお願いします。 

○事務局（植田） できればお盆休みの前にもう一回ぐらいやらせていただきたい。皆様も大変お忙しいと

思うんですけれども、今、９日を候補で考えているんですけれども、この場で、その日はだめですという方

はいらっしゃいますか。８月９日でございます。 

○宮崎委員 時間は。 

○事務局（植田） ２時から５時を想定しております。 

○岡崎委員 次回で構わないんですが、先ほど田中委員からもご指摘があったので、この委員会とジェトロ

の意思決定について、ジェトロ側としてどう考えているのかということについては、ご説明をしていただい

た方がいいと思います。 

 というのは、松本委員からもご指摘がありましたけれども、前回申し上げましたが、一般に政府機関がこ

ういうことを決めるときには、こういう場の議論を通じて、恐らく所管官庁に、こういうことをやりますと

いうことが持ち込まれて、そこでまたいろいろ言われるわけですよね。パブリックコンサルテーションでも

いろいろ言われる。 

 それから、今、田中委員と私は、それぞれＪＩＣＡ、ＪＢＩＣから来ておりますけれども、これはご依頼

に基づいて有識者として来ているということであって、決してここでの発言がＪＢＩＣやＪＩＣＡの公式見

解で、ＪＢＩＣやＪＩＣＡを代表して来ているというわけではないわけです。そうすると、きょうの文言に

も書いてありますが、ＪＢＩＣやＪＩＣＡとの関係が重要だと。そうすると、これはジェトロとしてこうい

うものをやりますといったときには、ＪＢＩＣやＪＩＣＡに対しても正式な、役所言葉で言う合議があるわ

けですね。 

 そうなると、確かに田中委員がおっしゃるとおり、我々がこの場で議論しているものがそのまま世の中に

提示されることがベストなんですけれども、しかしそうならないかもしれないし、パブリックコンサルテー
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ションでも、大変関心をお持ちの方がいて、我々が気がつかないような点を指摘されるようなこともあるか

もしれません。そのときに、例えば一つのやり方として、１回だけ委員会を開いて、委員会案についてジェ

トロ事務局としてはこういう形で直してよろしゅうございますかということがあってもいいし、それはもう

ジェトロ側の裁量の問題だということでもいいのかもしれませんが。 

○原科委員長 先ほど言いましたフォローアップ委員会をつくりますから、おっしゃるような仕組みができ

るはずです。そういうことですね。 

○岡崎委員 この場でできたドラフトがその後どういう形を付して、最終的にオーソライズされるのかにつ

いて、ジェトロ事務局としてどう考えているのかという点です。 

○原科委員長 ではそのご説明をいただきます。私の理解というか、最初の約束では、この委員会の後にフ

ォローアップ委員会をつくって、ジェトロで、これも委員会報告に基づいて案をつくられた段階で、委員会

報告をどう反映するかということの確認をしながら進めたいと、そういう手続ですね。だから、おっしゃっ

たような手続はとるはずです。 

 それでは、いずれにしても次回のときにそのこともご説明いただくようにいたしましょう。 

 それで、次回は７月31日の２時から５時、その次は８月９日の２時から５時と、そういたします。 

 それでは、以上できょうの会議を終わります。どうもありがとうございました。 

午後６時１５分閉会 

 


